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第１章 総則 

第１節 はじめに 
１ 計画の背景 
平成 23 年 3 月 11 日に発生した東日本大震災では、被害が広範囲にわたり、ライフ

ラインや交通の途絶などの多大な社会的影響のほか、大規模地震に加え、津波の発生

により、様々な災害廃棄物が混ざり合い、その性状も量もこれまでの災害をはるかに

超えた災害廃棄物が発生し、復興までの時間を要している。 

また、千葉県内においても東日本大震災では地震や津波などにより大きな被害がも

たらされた。また、南関東地域では、首都直下地震が発生する確率が今後 30 年間で

70 パーセントと推定されるなど、富里市（以下「本市」という。）でも大きな被害が

予想され、災害廃棄物が大量に発生し、早期復旧の妨げになることが懸念されている。 

特に令和元年房総半島台風においては、風水害により本市も家屋の倒壊や倒木など

甚大な被害を受け災害廃棄物処理においては、「千葉県災害廃棄物処理計画」に即し

た災害廃棄物の処理を行ったところである。さらに近年では地球温暖化などの影響に

より突発的かつ局地的な集中豪雨や竜巻、予測困難な線状降水帯の発生による被害が

頻発・激甚化しており、災害廃棄物処理に係る組織体制の強化や情報共有など災害廃

棄物処理の対応能力をより向上させる必要がある。 

これらを踏まえ、災害発生後速やかに災害廃棄物を適正かつ円滑、迅速に処理を行

うとともに、公衆衛生の確保、生活環境の保全並びに早期の復旧、復興を実現するた

めに、本市に即した「富里市災害廃棄物処理計画」（以下「本計画」という。）を策定

することとした。 

 

２ 計画の目的 
大規模な災害により生じた廃棄物の適正な処理体制を確保し、円滑かつ迅速に処理

することにより、被災地における公衆衛生の確保、生活環境の保全並びに被災地にお

ける早期の復旧、復興を実現することを目的とする。 

 

(１) 市民の理解の醸成 

災害廃棄物の受け入れ、分別及び仮置場の確保等については、市民の理解及び協

力が必要であることから、市は、平常時から市民への啓発・広報に努める。 

また、災害発生時においては、被災者から様々な相談・問い合わせが寄せられる

ことから、職員は、災害廃棄物対応に係る十分な知識と強い精神力を持って市民の

理解や協力を得られるよう努める。 
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(２) 円滑かつ迅速な処理 

発災直後の混乱が大きくなると、災害廃棄物処理の長期化による復興の遅れや処

理費用の高騰を招くおそれがあることから、平常時から災害時における関係部署、

県、市民及び事業者等との連携体制の構築や訓練等の実施に努める。 

 

(３) 発災後における生活環境の保全 

災害廃棄物の対応時においては、労働災害及び周辺地域の生活環境への影響を防

止するため、仮設トイレの設置、し尿の処理及び災害廃棄物の仮置場の設置・管理

を迅速かつ適切に実施するよう努める。 

 

 

第２節 基本的事項 
１ 本計画の基本的な考え方 
本計画の基本的な考え方は、次のとおりである。 
 

  ア 環境省策定の「災害廃棄物対策指針」及び「千葉県災害廃棄物処理計画」、

「富里市一般廃棄物処理基本計画」及び「富里市地域防災計画」等との整合を

図る。 
 

 イ 災害廃棄物は通常の一般廃棄物に加えて建築物の解体等によって排出され

るがれき等も多く含まれることにより、本市の施設のみで処理することが困難

であることが想定されるとともに、一度に大量に発生することから、県や近隣

自治体等の関係者等との協力体制が不可欠であり、事前の備えに重点を置き、

必要な事項を明確にする。 
 

  ウ 本市が被災した場合に備え、処理体制の確保や仮置場の設置など、災害廃棄

物を適切かつ円滑・迅速に処理するために必要な事項を整理する。 
 

  エ 本計画は市地域防災計画の修正のほか、国が行う法整備や指針の策定の状況

等、千葉県災害廃棄物処理計画の修正等を踏まえ、計画の実効性を高めるため

の見直しを適宜行う。また、国内で大災害が発生した場合には、そのたびに新

たな課題が生じていることからも、本計画は、このような災害廃棄物処理の新

たな課題や経験・知見を踏まえ、適宜見直しを行う。 

 

２ 計画の位置付け 
本計画は、環境省が策定した「災害廃棄物対策指針」（平成 30 年 3 月）を踏まえ、

「千葉県災害廃棄物処理計画」、「富里市一般廃棄物処理基本計画」（令和 2 年 3 月中

間見直し）及び「富里市地域防災計画」（令和 4 年 4 月、富里市防災会議）との整合

を図り、災害廃棄物の処理に関する本市の基本的な考え方を示すものである。本計画

の位置付けを図表 1-2-1 に示す。  



第１章 総則 

 

3 

 

図表 1-2-1 本計画の位置付け 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 対象とする災害 
本計画で対象とする災害は、地震災害、風水害及び大規模事故災害とする。 

以下、地震災害、風水害、大規模事故災害を大規模災害という。 

 

(１) 地震災害 

大規模地震対策特別措置法第 2条第 1号の定義どおり、地震動により直接に生ず 

る被害及びこれに伴い発生する火事、爆発その他異常な現象により生ずる被害を対

象とする。 

 

(２) 風水害 

  大雨、台風、雷雨等による多量の降雨により生ずる洪水、浸水、冠水、土石流、

崖崩れ等の被害を対象とする。  

廃棄物処理法

基本方針

廃棄物処理

施設整備計画

千葉県廃棄物

処理計画

一般廃棄物

処理計画

千葉県

地域防災計画

市町村

地域防災計画

災害対策基本法

防災基本計画

環境省防災業務計画

千葉県災害廃棄物処理計画市町村災害廃棄物処理計画

大規模災害発生時における

災害廃棄物対策行動指針

大規模災害時廃棄物対策関東ブロック協議会

大規模災害発生時における

関東ブロック災害廃棄物対策行動計画

災害廃棄物対策指針(H30.3)

【通常の災害】

地域ブロック

○○災害における

災害廃棄物処理指針

○○災害における

災害廃棄物処理実行計画

○○災害における

災害廃棄物処理実行計画

連 携

（相互に整合

１性を図る。）

大規模
災害発災後災害発災後 災害発災後

千
葉
県

（相互に整合性を図る。）

市
町
村

国土強靭化基本法

国土強靭化基本計画

市町村国土強靭化地域計画 千葉県国土強靭化地域計画
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(３) 大規模事故災害 

成田国際空港、東関東自動車道や危険物施設等から生じる被害を対象とする。 

 なお、本計画における、災害の規模と適用する措置の目安は、図表 1-2-2 のとお

りとする。 

図表 1-2-2 新たな災害廃棄物対策における災害の規模と適用する措置の考え方 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
出典：「災害廃棄物対策の基礎～過去の教訓に学ぶ」（平成 28 年 3 月 31 日、環境省） 

 

 

４ 対象とする災害廃棄物 
本計画において対象とする災害廃棄物は、地震災害、風水害及び大規模事故災害に

よって一時的かつ大量に発生する廃棄物であり、水害による堆積物を含むものとする。 

また、被災者や避難者の生活に伴い発生する廃棄物も対象とする。 

 「災害の種類別に発生する災害廃棄物の特徴」を図表 1-2-3 に示す。また、想定す 

る「災害廃棄物の種類」を図表 1-2-4 及び図表 1-2-5 に示す。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新たな災害廃棄物対策における被害の規模と適用する措置の考え方 

地方自治体 
の判断 

政令指定 
災対法 

第 86 条の 5 
関連 

あまり被害のない 
 小規模な災害 

通常起こり得る

やや大きめな 
規模の災害 

阪神･淡路大震災 
マグニチュード 7.3 

震度7 
災害廃棄物発生量 
約1,500万ｔ 

東日本大震災 
マグニチュード 9.0 
震度7 
災害廃棄物発生量 
約3,100万ｔ 

廃棄物処理法に基づく特例措置を使用 

地方自治法に基づく市町村から都道府県への事務委託 

 災害対策基本法に基づき処理指針を策定、特例基準を適用 

 災害対策基本法に基づく環境大臣による代行を実施 

 （被災市町村の要請＋一定の要件※） 

 ※処理の実施体制、専門知識・技術の必要性、広域処理の必要性  

南海トラフ巨大地震 
災害廃棄物発生推計量 
約2億9,000万ｔ 
  ～3億5,000万ｔ

※ 

首都直下地震 
災害廃棄物発生推計量 
約6千500万ｔ 
  ～1億1,000万ｔ

※ 

※出典：巨大災害発生時に 

おける災害廃棄物対策の  

グランドデザインについて 
 （H26.3 環境省） 

廃棄物処理法に基づく平時の備え 

発
生
す
る
廃
棄
物
の
量 

小 大 

少 

多 

災害の規模 
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図表 1-2-3 災害の種類別の災害廃棄物等の特徴 

災害の種類 災害廃棄物の特徴 

地震（液状化） 
・損壊家屋の撤去や解体に伴う廃棄物が多い。 
・損壊家屋の解体時に災害廃棄物量が多くなり、長期間に渡って排出される 
 傾向にある。 

土砂災害 ・土砂が発生し、災害廃棄物が土砂と混合する。 

水害 

・家具や家電等の家財が浸水により廃棄物となり、水が引くと、直ちに片づ 
けごみとなる。 

・発生現場での分別が困難であり、土砂が多く付着し、水分を多く含み、腐 
敗しやすい。 

竜巻 
・通過した場所に限定的。 
・主に屋外にあるものが巻き込まれ、混合廃棄物となり、散乱する。 

大規模事故災害 
・火災家屋の撤去や解体に伴う廃棄物が多い。 
・危険物等が土壌や河川等に流出する可能性がある。 

出典：「市町村向け災害廃棄物処理行政事務の手引き」（環境省東北地方環境事務所）に加筆 

 

図表 1-2-4 地震等の災害によって発生する廃棄物 

種類 説明 

可燃性混合物 繊維類、紙、木くず、プラスチック等 

木質系廃棄物（木くず） 家屋の柱材・角材、家具、流木、倒壊した自然木 

金属くず 鉄骨や鉄筋、アルミ材等の金属片 

思い出の品 写真、賞状、位牌、貴重品等 

廃家電※ 
被災家屋から排出されるテレビ、洗濯機、エアコン等の家電類
で、被災により使用できなくなったもの 

不燃性混合物 
分別することができない細かなコンクリートや木くず、プラスチ
ック、ガラス、土砂等 

コンクリートがら コンクリート片やブロック、アスファルトくず等 

廃自動車※ 被災により使用できなくなった自動車、自動二輪、原付自転車 

その他 

腐敗性廃棄物（畳や被災冷蔵庫等から排出される食品、飼肥料工場
等から発生する原料・製品等）、有害物（石綿含有廃棄物、PCB、水
銀を使用したもの、感染性廃棄物、化学物質、CCA※、有機塩素化合
物、医薬品類、農薬類等）、危険物（消火器、ボンベ類等）、石膏ボ
ード、タイヤ等 

 ※リサイクル可能なものは各リサイクル法に基づき処理を行う。 

 ※CCA（クロム・銅・ヒ素化合物系木材防腐剤）とは木材の防腐・防蟻を目的として木材内部に加圧注入処 

理したもので、1960 年代後期（昭和 40 年代初期）から電柱や土台等の建築用材に使用されてきた。 
 出典：「災害廃棄物対策指針」（平成 30 年 3 月改定、環境省）に加筆 

図表 1-2-5 被災者や避難者の生活に伴い発生する廃棄物 

種類 説明 

生活ごみ※ 被災により家庭から排出される生活ごみや粗大ごみ 

避難所ごみ 避難所から排出される生活ごみ、使用済簡易トイレ等 

仮設トイレのし尿 避難所等から排出される汲取りし尿 

 ※平常時に排出される生活に係るごみは対象外とする。 

  出典：「災害廃棄物対策指針」（環境省）  
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５ 対象とする業務 
 本計画において対象とする業務は、廃棄物処理業務である収集・運搬、再資源化、

中間処理、最終処分である。 

 「廃棄物処理担当が関与すると想定される業務」を図表 1-2-6 に示す。 

 ※「二次災害の防止」や、作業の一貫性と迅速性の観点から、個人の損壊家屋の解体・撤去等 

も含む。 

図表 1-2-6 廃棄物処理担当が関与する業務 

業務 説明（内容） 

撤去 建設課と連携し道路上等の廃棄物の撤去 

解体・撤去 都市計画課と連携し倒壊の危険性のある建物などの解体・撤去 

収集・運搬 災害廃棄物や生活ごみ・粗大ごみ・し尿等の収集・運搬 

分別・処理・再資源化 
災害廃棄物の分別、仮置場、中間処理（焼却・破砕等）及び最終

処分並びにリサイクルなど 

二次災害の防止 
強風による災害廃棄物の飛散、ハエなどの害虫の発生、発生ガス

による火災、感染症の発生、余震による建物の倒壊の対策など 

進捗管理 
災害廃棄物処理事業（仮置場への搬入・搬出量、解体家屋数、処

分量の量的管理など）の進捗管理 

広報 
平常時における啓発、初動期、応急対応期、復旧・復興期におけ

る広報、問合せ窓口の設置など 

上記業務のマネジメント等 
災害廃棄物処理計画の策定、マニュアルの整備、BCP の策定、県

外の市町村との相互協定及び民間事業者との協定の締結など 

 ※原則、道路障害物（道路上の廃棄物を含む）の撤去、処分については、道路管理者が行う。 

  出典：「災害廃棄物対策指針」（環境省）を参考に作成 

 

６ 各主体の役割 
(１) 処理の主体 

災害廃棄物は、一般廃棄物に該当するため、処理の主体は本市が基本となる。し

かし、地震等により甚大な被害を受け、自ら災害廃棄物の処理を行うことが困難

な場合や、県が一括して処理をした方が円滑かつ迅速に災害廃棄物の処理が行

えると判断される場合は、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 252 条の 14 の

規定に基づき、県に災害廃棄物の処理に関する事務の全部又は一部を委託し、県が

代わって災害廃棄物の処理を行う。 

 なお、大規模災害時において、本市が国の指定する廃棄物処理特例地域に該当し、 

国に要請を行い、必要と認められた場合には、災害対策基本法に基づき国が災害廃 

棄物の処理を行う。 
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(２) 各主体の役割 

災害時に適正かつ円滑・迅速に災害廃棄物の処理を進めるためには、処理に関わ 

 る本市、事業者等、県、国及び市民の役割を明確にし、その役割を果たせるよう、

事前に備えることが必要である。各主体の役割は以下のとおりである。 

 

①本市の役割 

 災害廃棄物は、一般廃棄物に区分されるため、本市がその処理を行う。 
 

 大規模災害時であっても、避難所ごみや仮設トイレのし尿については、原則本

市が処理する。 
 
 本市は災害廃棄物に関する施策を「一般廃棄物処理基本計画」に規定するとと

もに、「富里市地域防災計画」、「千葉県災害廃棄物処理計画」及び国の指針等と

整合を図りつつ、本計画を適宜見直す。 
 

 災害時に被災地内の廃棄物を適正かつ円滑に処理が行える体制を整備する。 
 
 自ら被災していない場合や被災の程度が軽い場合は、被災市町村や県からの要

請に応じて資機材や人材の提供、広域的な処理の受入れ等に協力する。 

 

②事業者等の役割 

 災害廃棄物の処理に関係する事業者は、災害時に災害廃棄物の適正かつ円滑・

迅速な処理に協力する。 
 
 排出事業者等の民間事業者は、市の求めに応じて保有する廃棄物処理施設の活

用に協力する。 
 
 本市と災害時の協力協定を締結している関係団体は市の要請に応じて、速やか

に支援等に協力する。 
 
 大量の災害廃棄物を排出する可能性がある事業者や、非常災害時に危険物、有

害物質等を含む廃棄物、その他適正処理が困難な廃棄物を排出する可能性のあ

る事業者は、これらの災害廃棄物を、主体的に処理するよう努める。 

 

③県の役割 

 市町村に対して、災害廃棄物対策に係る情報提供や技術的支援を行い、市町村

における災害廃棄物処理対策を促進する。 
 

 県内の市町村、近接する都県、国及び関係団体との間で、支援及び協力体制

を整えることなど災害廃棄物処理に関する一連の業務についての連絡調整を

行う。 
 
 市町村や関係機関と連携し、県内における処理全体の進捗管理を行う。 
 
 必要に応じ、市町村から事務委託を受けて処理を行う。 

 
 大規模災害時に、市町村が災害廃棄物の処理を行うことが困難な場合、市町村

からの要請がなくても必要な支援を行う。 
 
 国に対して関係法令に関する特例措置、財政支援措置等を要請する。 
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④国の役割 

 大規模災害を想定した災害廃棄物に係る平常時からの備えと災害が発生した後

の対応の両方について、基本的な方針を示す。 
 

 都道府県間における連絡調整や災害廃棄物対策の支援などを行う。 
 
 専門家等からなる災害廃棄物処理支援ネットワーク（D.Waste-Net）を整備

し、災害時には専門家チームの派遣などを行う。 
 

 大規模災害時における、特例措置を検討し整理する。 
 

 財政措置等の事務手続きの簡素化、速やかな交付等を行う。 
 
 県及び市町村による災害廃棄物の処理が困難な場合、災害対策基本法に基

づく市町村からの要請を受け、必要と認めた場合に、代行処理を行う。 

 

⑤市民の役割 

 市民は本市及び県が行う、災害廃棄物の排出時に適正かつ円滑・迅速な処理に 

積極的に協力するとともに、廃棄物処理に関する知識・意識の向上に努める。 

 

７ 主な被害想定 
(１) 地震の被害想定 

本計画では、「富里市地域防災計画」に基づき、被害想定の対象とする災害を「富

里市直下地震（冬季 18 時）」とした。 

「想定地震」及び「被害想定」を図表 1-2-7 及び図表 1-2-8 に示す。 

図表 1-2-7 富里市地域防災計画における想定地震 

想定地震 規模 震源深さ 資料 

富里市直下型地震 

冬季 18 時 
Mw6.8 5 ㎞ 

内閣府首都直下地震モデル検討会 

（平成 25年 12 月）を参考に独自に設定 

出典：「富里市地域防災計画」 

図表 1-2-8 地震被害想定 

想定項目 単位 富里市直下地震 

地震動 最大震度階級  - - 震度６強 

液状化 液状化危険度  PL値による判定  - 危険度高い 

土砂災害 土砂災害危険度  

危険度ランクＡ  箇所 6 

危険度ランクＢ  箇所 0 

危険度ランクＣ  箇所 1 

建物被害 全壊棟数  

揺れ  棟 1,749 

液状化  棟 59 

土砂災害  棟 3 

計 棟 1,811 
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半壊棟数  

揺れ  棟 4,705 

液状化  棟 214 

土砂災害  棟 7 

計 棟 4,926 

火災延焼 
出火件数  - 件 0 

焼失棟数  - 棟 7 

人的被害 

死者  

建物倒壊  人 8 

土砂災害  人 0 

火災  人 1 

屋外転倒物等  人 0 

負傷者（重傷者）  

建物倒壊  人 797（122） 

土砂災害  人 0（ 0） 

火災  人 1（ 0） 

屋外転倒物等  人 10（ 4） 

要救助者  - 人 38 

ライフライン 

上水道被害  
断水人口  人 25,672 

断水率  ％ 64.7 

下水道被害  
支障人口  人 1,053 

支障率  ％ 3.4 

電力被害  
停電軒数  軒 4,240 

停電率  ％ 12.0 

電話被害  
不通回線数  回線 2,846 

不通回線率  ％ 12.4 

都市ガス被害  
支障人口  人 10,527 

支障率  ％ 100 

LPガス被害  
支障戸数  戸 3,149 

支障率  ％ 26.0 

生活への影響 

避難者  

直後  人 4,646 

１週間後※  人 9,480 

１か月後  人 9,552 

避難所避難者 

（避難者の内数）  

直後  人 2,788 

１週間後  人 4,740 

１か月後  人 2,866 

帰宅困難者  
帰宅困難者数  人 5,798 

滞留者数  人 2,411 

食料の供給  備蓄量  食 15,239 



第１章 総則 

 

10 

 

1日目の不足量  食 0 

2日目の不足量  食 5,837 

3日目の不足量  食 12,044 

飲料水の供給  

備蓄量  ℓ 7,348 

1日目の不足量  ℓ 2,688 

2日目の不足量  ℓ 11,040 

3日目の不足量  ℓ 12,044 

毛布の供給  

備蓄量  枚 2,457 

1日目の不足量  枚 3,118 

2日目の不足量  枚 3,676 

3日目の不足量  枚 4,234 

トイレの供給  

備蓄量（仮設トイ

レ）  

回/日 14,688 

備蓄量（排便袋）  回 3,300 

3日目までの不足量 回 0 

災害廃棄物 災害廃棄物量  
災害廃棄物量発生量  万t 15.41 

仮置き場の必要面積  ha 5.55 

※1 「1週間後※」は、平成21年度の調査では、4日後の数値であることを示している。 

※2 四捨五入の関係で合計と一致しないことがある。 

【参照】「富里市防災アセスメント調査」（平成 30 年 3 月） 

 

(２) 水害の被害想定 

「富里市地域防災計画」では、外水氾濫（河川氾濫）、内水氾濫による浸水害に

ついて想定を行っている。 

氾濫の概要及び想定結果については次のとおりである。 

 

①外水氾濫の概要 

対象河川は、根木名川。浸水の概要としては、日吉倉地区（日吉台小学校区）に 

おいて浸水深 1.0m 未満の浸水が発生する。 

  根木名川の浸水想定区域は次のとおりである。 
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■根木名川浸水想定区域 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【参照】「富里市防災アセスメント調査」（平成 30 年 3 月） 

 

 想定結果 
 
    

 

 

②内水氾濫の概要 

平成 20 年 8 月 5 日の局地的大雨、平成 25 年 10 月 16 日の台風 26 号による集中 

豪雨、平成 27 年 8 月 14 日の局地的大雨により内水氾濫が発生した。 

 

 平成 27 年 8 月 14 日の局地的大雨による内水氾濫の結果 
 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

  

内水氾濫は、低地だけでなく比較的台地上の宅地や道路でも発生しており、小 

学校区別にみると、市内の各小学校区で発生していることがわかる。特に富里 

南小学校区は床上浸水、床下浸水ともに最も頻発することがわかる。また、道 

路冠水は、富里小学校区で最も多く発生すると想定される。 

浸水被害は、日吉台小学校区において発生し、浸水人口は、床下浸水 176 人、 

床上浸水 157 人と想定される。 
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■内水氾濫の発生箇所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【参照】「富里市防災アセスメント調査」（平成 30年 3月） 

 

 内水氾濫の発生状況 

小学校区 

（旧学区含む） 

浸水（箇所） 道路冠水 

（箇所） 床上浸水 床下浸水 計 

① 富里小学校 3 19 22 11 

② 富里第一小学校 0 3 3 1 

③ 富里南小学校 3 38 41 4 

④ 浩養小学校 2 14 16 1 

⑤ 旧洗心小学校 2 1 3 1 

⑥ 日吉台小学校 2 3 5 1 

⑦ 根木名小学校 0 2 2 1 

⑧ 七栄小学校 3 14 17 6 

計 15 94 109 26 

【参照】「富里市防災アセスメント調査」 
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第２章 災害廃棄物への対策（事前の備え） 

本章では、災害廃棄物対策として、事前に備えるべき基本的事項について定める。 

 

第１節 組織体制 
災害廃棄物の処理は、事前に市、県、関係団体等の役割を明らかにし、災害時に適

正かつ円滑・迅速に処理が行えるよう備えておくことが重要であることから、災害に

備えて各主体が確認しておくべき役割と事務を示す。 

 

１ 平常時における各主体の行動 
平常時における市、県、国の役割分担を図表 2-1-1 に示す。 

図表 2-1-1 平常時における各主体の役割分担 

主体 区分 平常時（事前準備） 

市 

被災時の 
組織整備等 

・関係機関との連絡体制の整備 
・災害廃棄物に関する他市町村等との協定 
・災害廃棄物に関する県外の市町村及び民間事業者との協定 

廃棄物処理 
・収集運搬等の委託等事業者との連携強化 
・仮設トイレの確保 
・仮置場候補地の設定 

県 

被災時の 
組織整備等 

・組織体制の整備 
・関係機関との連絡体制の整備 
・支援協定の締結、見直し 

廃棄物処理 

・市町村災害廃棄物処理計画の策定支援 
・民間事業者との連携強化 
・事務委託手続の検討 
・県有地の空地の把握 
・災害対策経験者リスト作成 
・災害廃棄物対策に係る研修、訓練の実施 
・災害廃棄物処理計画の見直し 

国 全般 
・大規模災害時の財政支援の制度化 
・効果的な廃棄物処理制度の検討 
・処理困難物の適正な処理手法の検討 

  出典：「災害廃棄物対策指針」（環境省）に加筆 
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２ 情報連絡体制 
災害廃棄物の収集運搬や災害廃棄物の発生量の推計を行うため、災害対策本部から

被害状況等の情報を収集する。被災時に収集すべき情報を図表 2-1-2 に示す。 

図表 2-1-2 被災時に収集すべき情報 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
  ※1：鉄骨造・鉄筋コンクリート造の構造割合（建築着工統計）と被災市町村の税務課発表の倒壊棟数による 

構造別倒壊棟数（推計）、被害認定数、解体申請数（実績） 

国土地理院公表の浸水面積（衛星画像からの判読）、現地踏査を踏まえた集計（実績） 

出典：「災害廃棄物対策指針」（環境省）に加筆 

 

３ 協力・支援体制 
被災地における災害廃棄物を分別、運搬、選別、処理していくためには、多大な労

力と機材による迅速な対応が必要であることから、発災後速やかに協力・支援体制を

整備する。 

 

(１) 県及び市町村相互の協力体制 

  本市では、県内外の他市町村等との間に災害時の相互応援協定を締結しており、

今後も受援・支援の両面を想定した協力体制の維持・充実を図る。 

また、発災時に適切な支援の要請や情報交換等を行うため、あらかじめ連絡先や

窓口を定めておくとともに、県及び市町村との情報交換等を定期的に実施する。 

 本市が他市町村との間に締結している相互応援協定を図表 2-1-3 に示す。 

  

被災状況 

避難所箇所 

避難人員数 

仮設トイレの必要数 

ライフラインの被害状況 

提供者：災害対策本部 

一般廃棄物処理施設等の 
被害状況・復旧見通し 

 

収集運搬体制に関する情報 

提供者：災害対策本部 

災害廃棄物の発生状況等 

腐敗性廃棄物・有害廃棄物 

の発生状況 

仮置場の整備状況 

発生量を推計するための情報 

全半壊の建物数 

解体を要する建物数
※１

 

 

提供者：災害対策本部 
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図表 2-1-3 災害廃棄物に関する他市町村等との協定（令和 6年 3月末現在） 

協定名 協定先 協定締結日 内容 

成田国際空港消防相互

応援協定 

成田市、栄町、四街

道市、成田国際空

港㈱他６消防組合 

昭和 53 年 

3 月 18 日 

成田空港及びその周辺の消火

救難活動 

災害時における千葉県

内市町村間の相互応援

に関する基本協定 

千葉県内全市町村 
平成 8年 

2 月 23 日 

食糧・生活物資・医療等に必

要な資機材の提供及び人的等

の相互支援 

災害時等における廃棄

物処理施設に係る相互

援助細目 

千葉県内全市町村

及び一部事務組合

（千葉県環境衛生

促進協議会） 

平成 9年 

7 月 31 日 

「災害時における千葉県内市

町村相互応援に関する基本協

定」に係る細目であり、災害

廃棄物を含むごみ又はし尿の

収集運搬及び処理 

災害時の情報交換に関

する協定 

国土交通省関東地

方整備局 

平成 24 年 

6 月 20 日 
災害時における各種情報交換 

災害時における相互応

援に関する協定 
岩手県雫石町 

平成 27 年 

6 月 29 日 

食糧・生活物資・医療等に必

要な資機材の提供及び人的等

の相互支援等 

災害時における相互応

援に関する協定 
高知県安芸市 

平成 28 年 

3 月 29 日 

食糧・生活物資・医療等に必

要な資機材の提供及び人的等

の相互支援等 

 

(２) 自衛隊・警察・消防との連携 

発災初動期においては、迅速に道路上の災害廃棄物の撤去等を行う必要があるた

め、消防・警察との連絡担当窓口をあらかじめ定めておく。 

また、自衛隊等の災害派遣活動を実施する防災関係機関との連絡担当についても、

あらかじめ取り決めておく。 

本市が自衛隊、警察、消防との連携に係る検討内容を図表 2-1-4 に示す。 
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図表 2-1-4 自衛隊・警察・消防との連携に係る検討内容 

項目 内容 調整先 

連絡先・窓口 ・災害発生時の連絡窓口（特に、夜間対応窓口） 

（災害対策本部と連絡を密にする） 

自衛隊、警

察、消防 

指揮命令系統等 ・発災直後（人命救助、道路啓開時）に協力する場合の、指揮

命令系統（概略を定める。対応は各主体の指揮下に入ること

になる。） 

自衛隊、警

察、消防 

道路啓開、 

がれき除去 

・初動の道路啓開時における災害廃棄物の取扱い（ただし、人

命救助が第一） 

・人命救助及び不明者捜索に係るがれき除去業務 

・がれき撤去時に御遺体が発見された場合の手順 

自衛隊 

 

消防 

警察、消防 

防犯・火災対応 ・仮置場の不法投棄や有価物の窃盗に対する見回り・警備 

・廃棄物と拾得物の線引き及び取扱い 

・仮置場で火災が発生した際の対応（警防計画の策定等） 

・仮置場における危険物等の貯留・取扱い（火災予防条例との

調整等） 

警察 

警察 

警察、消防 

消防 

 
  出典：「巨大災害により発生する災害廃棄物の処理に自治体はどう備えるか～東日本大震災の事例から学ぶもの～」 

  （平成 27 年 3 月、環境省東北地方環境事務所）を参考に作成 

 

(３) 民間事業者等との連携 

災害廃棄物は平常時に市で処理する一般廃棄物とは量・性状ともに異なることか

ら、災害廃棄物処理に関わる民間事業者等との協力関係の構築を図る。 

本市では、災害廃棄物の処理に関して図表 2-1-5 のとおり民間事業者との協定を 

締結しており、発災時には被害状況に応じて、協定に基づき民間事業者に支援を要

請する。 
 

図表 2-1-5 災害廃棄物に関する民間事業者との協定（令和 6年 3月末現在） 

協定名 協定先 協定締結日 内  容 

緊急時における一般廃棄物

の処理に関する協定 
株式会社 
 ナリコー 

平成 27 年 

2 月 18 日 

不測の事態における一般廃棄

物処理の委託 

災害応急対策に関する協定 
富里市 

商工業促進協議会 

平成 18 年 

7 月 12 日 

災害箇所・予測箇所への人員、

機材の出動 

災害時における地図製品等

の供給等に関する協定 

株式会社 

 ゼンリン 

平成 28 年 

10 月 12 日 

地図製品等の供給、貸与及び

保管、利用 

災害時におけ石油類燃料の

供給に関する協定 

千葉県石油商業 

組合富里支部 

平成 29 年 

3 月 17 日 

応急・復旧対策活動を実施す

るための石油類燃料の提供 

災害時における物資（ユニ

ットハウス等）の供給に関

する協定 

三協フロンテア 

株式会社 

平成 31 年 

3 月 29 日 

災害時における、ユニットハ

ウス等（災害用トイレ、仮設

住宅）の供給 

災害発生時における富里市

と富里郵便局の協力に関す

る協定 

日本郵便株式会社 

富里市内郵便局 

令和 2年 

10 月 1 日 

避難所、物資集積場所等の提

供 

災害時におけるレンタル機

材の提供に関する協定 

株式会社 

アクティオ 

令和 5年 

7 月 3日 
レンタル機材を提供 



第２章 災害廃棄物への対策（事前の備え） 

 

17 

 

(４) 広域連携体制 

被害が甚大であり、災害廃棄物の量が本市の処理能力を超えると判断した場合は、 

県を通じて広域的な調整を行い、他自治体へ災害廃棄物の処理を委託する。大規模

災害発生時の広域連携の図表 2-1-6 に示す。 

図表 2-1-6 災害廃棄物処理に係る広域的な相互協力体制 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  出典：「災害廃棄物対策指針」（環境省）に加筆 

 

 

第２節 災害廃棄物の対応 
１ 災害廃棄物処理対応における基礎的事項 
(１) 災害廃棄物処理に係る基本方針 

基本的事項に示した、各主体の役割（P7、第 1章第 2節 6(2)）を踏まえ、災害廃

棄物の処理に係る基本方針は以下のとおりとする。 
 

ア 資源化 

   災害廃棄物を復旧・復興時における有用な資材ととらえ、令和元年房総半島台

風での再資源化実績も踏まえて、可能な限り資源化する。 

県や国と調整し、民間企業や公共の復興事業等における再生資材として利用先

を確保する。  

千葉県（被災側） 都道府県（支援側） 

国(環境省，関東地方環境事務所) 

廃棄物、解体、し尿等 

関係事業者団体 
要支援市町村 

廃棄物、解体、 

建設等 関係団体 

廃棄物、解体、し尿等 
関係事業者 支援市町村 

○廃棄物関係団体 
 との協力体制 

廃棄物、解体、 
建設等 関係事業者 

○都道府県間の 
 相互協力体制 

報告 
広域支援の要請 

災害支援協定を締結 
している場合 

○県内・外の市町村に 
 おける相互協力体制 

情報収集 
広域支援の調整 
指導助言 情報収集 

指導・助言 

D.Waste-Net 
   ※発災後 

協力要請･調整 

連絡調整 

（協定等による） 

連絡調整 

支援 
（協定等による） 

連絡調整 要請・支援 
（協定等による） 

 

支援調整 

支援調整 

連絡調整 

連絡調整 

報告 
支援要請 

情報収集 
直接支援 
広域支援調整 

広域支援の調整 

支援市町村 
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イ 減量化 

   大規模災害時であっても、できる限り効率的に分別・選別し、性状に応じた中

間処理、再生利用等により災害廃棄物を減量化し、最終処分量を低減する。 
 

ウ 処理施設 

   最大限、可燃ごみについては、成田富里いずみ清掃工場にて処理をし、その他

の災害廃棄物は本市のクリーンセンター施設を利用して処理を行うことを優先

する。処理期間内に処理できない場合は、仮設処理施設や広域処理を活用する。 

※仮設処理施設とは災害廃棄物の機械選別、破砕、選別、再生等を行う施設。 

 

エ 処理期間 

災害廃棄物の処理の遅れが被災地の復旧・復興の妨げとならないように、可能 

な限り短期間での処理を目指し、災害廃棄物の発生量等に応じて、適切な処理期

間を設定する。なお、大規模災害であっても、災害廃棄物は 3年以内で処理を終

了するものとする。 

 

オ 処理の透明性・経済性 

   緊急性や処理の困難性を考慮した上で、合理的な処理方法を選択し、経済的な

処理を行うとともに、透明性の高い契約手順を確保する。 

 

(２) 災害廃棄物処理の流れ 

災害時に適正かつ円滑・迅速な処理を行うために、被害想定などを基に、早期に 

「災害廃棄物処理実行計画」を策定する必要がある。 

そのため、平時から災害廃棄物担当職員に対し、災害時の廃棄物処理業務につい

て教育・訓練等を実施するとともに、災害時における具体的な対応を検討し、速

やかに処理実行計画が策定できるように関連する資料を準備しておく。 

大規模災害発生時における災害廃棄物処理の流れを図表 2-2-1 に示す。 
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図表 2-2-1 大規模災害発生時における災害廃棄物処理の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ※1：処理計画で推計した発生量・処理見込量を実際の被害状況を基に再推計 

  ※2：阪神淡路大震災や東日本大震災においては、建物の解体が約 2 年、災害廃棄物の処理が約 3 年の 

スケジュールで行われた。 

  出典：「災害廃棄物対策指針」（環境省）に加筆 

 

(３) 災害廃棄物発生量 

  当該災害により、どの程度の災害廃棄物が発生するかを予測することは、がれき 

等の仮置場の設定、処理・処分計画の検討を行うための基礎的資料となるため、速 

やかに行う必要がある。 

  以下では、「災害廃棄物対策指針」に示されている方法に準じて、建物被害から 

の災害廃棄物発生量の推計方法を示す。 

  水害の場合、全壊や半壊しない建物でも床上浸水や床下浸水に伴い、家財等 

が災害廃棄物として排出される可能性があることに留意する。 
 

ア 建物被害想定における被害区分 

    全壊だけではなく、半壊や床上浸水、床下浸水の被害を受けた建物から

も災害廃棄物が発生することから、建物被害想定の被害区分を、全壊、半壊、

床上浸水、床下浸水の 4区分（図表 2-2-2）とする。 

発
生
直
後
～
二
週
間
程
度 

緊
急
輸
送
道
路
等
の
障
害
物
除
去
等 

被害状況の把握、がれき等の暫定的な仮置場の検討・実施 

災害廃棄物の発生量（総量）、処理見込み量（処理区分別）の推計
※１

 

災害廃棄物処理計画の策定（事前の備え） 

県内市町村等の処理能力の確認（人的資源、仮置場、施設） 

処理方法の検討・スケジュールの設定
※２

 

（被災市町村自ら設定期間内に既存処理施設で処理が可能

か？） 
処理可能 処理不可能 

広域処理 
（県内･県外） 
（既存施設） 

広域処理 
（県内･県外） 

（仮設施設設置） 

被災市町 
村内処理 一

ヶ
月
以
降 

災害廃棄物処理実行計画（処理主体別実行計画）の策定・実施 

 発災 

数
週
間
程
度 
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災害廃棄物 
災害廃棄物等の種類 

・可燃物 

・不燃物 

・コンクリートがら 

・金属くず 

・柱角材 

被害区分ごとの棟数×発生原単位 

災害廃棄物の発生量 

×

災害廃棄物等の種類別の割合 

図表 2-2-2 建物被害想定（被害区分） 

被害区分 定義 

全壊※ 住家がその居住のための基本的機能を喪失したもの、すなわち、住家全部が倒
壊、流失、埋没、焼失したもの、又は、住家の損壊が甚だしく、補修により
元通りに再使用することが困難なもの 

半壊※ 住家がその居住のための基本的機能の一部を喪失したもの、すなわち、住家の
損壊が甚だしいが、補修すれば元通りに再使用できる程度のもの 

床上浸水 浸水深が 0.5m 以上 1.5m 未満の被害 

床下浸水 浸水深が 0.5m 未満の被害 

 ※災害の被害認定基準について、平成 13 年 6 月 28 日府政防第 518 号内閣府政策統括官（防災担当）通知より 

引用 

 出典：「千葉県災害廃棄物処理計画」 

 

イ 災害廃棄物の推計方法 

災害廃棄物の発生量の推計は、図表 2-2-3 のフローにより求める。推計結果の 

想定を図表 2-2-4 に示す。 

図表 2-2-3 災害廃棄物発生量の推計フロー 

 

 

 

 

 

 

 

  出典：「災害廃棄物対策指針」（環境省）資料編技術資料（技 14-2）を参考に作成 

図表 2-2-4  富里市直下地震（Mw6.8）における災害廃棄物量 

学校区 

総量 仮置き場必要面積 

可燃物 

（万ｔ） 

不燃物 

（万ｔ） 

計 

（万ｔ） 

可燃物 

（ha） 

不燃物 

（ha） 

計 

（ha） 

1 富里小学校 0.79 2.06 2.85 0.53 0.50 1.03 

2 富里第一小学校 0.56 1.46 2.02 0.37 0.35 0.73 

3 富里南小学校 0.99 2.58 3.57 0.66 0.62 1.29 

4 浩養小学校 0.29 0.76 1.05 0.20 0.18 0.38 

5 旧洗心小学校 0.13 0.35 0.48 0.09 0.08 0.17 

6 日吉台小学校 0.70 1.86 2.56 0.47 0.45 0.92 

7 根木名小学校 0.35 0.90 1.25 0.23 0.22 0.45 

8 七栄小学校 0.45 1.17 1.62 0.30 0.28 0.58 

計 4.28 11.13 15.41 2.85 2.70 5.55 

  出典：「富里市防災アセスメント調査」 ※四捨五入の関係で合計が合わない場合がある。 
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(４) 既存一般廃棄物処理施設の処理可能量 

大規模災害発生時における、本市の既存の一般廃棄物処理施設（破砕施設）の処

理可能量を推計する。 

なお、本市は成田市と共同で設置している成田富里いずみ清掃工場で焼却処理を

行っているが、処理能力が不足する場合は、「緊急時における一般廃棄物の処理に

関する協定」を締結している民間施設で焼却処理を行う。 

また、民間施設でも処理能力が不足する場合には、他自治体への支援を検討する。 
 

①焼却施設 

  発災後の焼却施設の処理能力は、以下のように、災害による施設への影響を評価 

する影響率を設けて算出する。 

焼却施設の推計条件を図表 2-2-5 及び破砕施設の推計条件を図表 2-2-6 に示す。 
 

 発災後１年まで 

   処理可能量＝処理能力（公称）×影響率×年間稼働日数－年間処理量 

   ※処理可能量がマイナスになる場合は、既存一般廃棄物処理施設は「一般ごみの処理量を 

最優先する。 
 

 発災後２年以上 

   処理可能量＝（処理能力(公称)×年間稼働日数－年間処理量）×中間処理期間 

図表 2-2-5 焼却施設の推計条件 

項 目 条 件 設定値 備  考 

影響率 

震度 5強以下 1.0 稼働停止による重大な影響はないと想定 

震度 6弱 0.97 

全施設において 1か月間、処理能力が 35％低下

すると想定。そのため、被災後 1 年間は処理能

力が 3％低下する 

震度 6強以上 0.79 

全施設において 4か月間、処理能力が 63％低下

すると想定。そのため、被災後 1 年間は処理能

力が 21％低下する。 

年間稼働日数 
発災後 1年まで 280 日 

稼働率 77％（「ごみ処理施設整備の計画・設計容

量 2017 改訂版」による年間稼働日数） 

発災後 2年まで 280 日 稼働率77％（設備保全のためフル稼働は控える） 

年間処理量 ― 
直近の 

実績値 
 

中間処理期間 ― 3 年 
処理の基本方針に基づき 3 年以内に処理を終了

する 

  出典：「千葉県災害廃棄物処理計画 資料編」を編集 

  



第２章 災害廃棄物への対策（事前の備え） 

 

22 

 

②破砕処理施設 

  破砕処理施設の処理可能量は、以下の式で算出する。 

  処理可能量＝処理能力（公称）×年間稼働日数×中間処理期間 

図表 2-2-6 破砕施設の推計条件 

項 目 設定値 備  考 

年間稼働日数 296 日 「ごみ処理施設整備計画・設計要領（2006 改訂版）」に準じて設定 

稼働率 1.0 稼働率については考慮しない 

中間処理期間 3 年 処理の基本方針に基づき 3年以内に処理を終了する。 

出典：「千葉県災害廃棄物処理計画 資料編」 

 

(５) 処理見込み量 

①処理可能量の試算（焼却施設） 

前項の設定に基づき、成田富里いずみ清掃工場の処理可能量を試算した結果を図

表 2-2-7 に示す。なお、災害廃棄物の処理期間は基本方針に従い、最大 1年間に設

定する。 

1 年目は地震の被害により稼働能力が落ちるため、通常の年間処理量を処理でき

ない状況が想定される。2 年目以降は年間 713t を災害廃棄物の処理に充当できる。 

図表 2-2-7 成田富里いずみ清掃工場の処理可能量試算 

発災後

期間 

処理能力 

（t／日） 

A 

影響率 

B 

稼働日数 

（日／年） 

C 

処理能力 

（t／年） 

D=A×B×C 

年間処理量 

（t／年） 

E 

処理可能量 

（t／年） 

F＝D-E 

1 年目 190t 0.79 250 日 37,525t 52,487t △14,962t 

2 年目 190t 1.00 280 日 53,200t 52,487t 713t 

3 年目 190t 1.00 280 日 53,200t 52,487t 713t 

合計 ― ― ― 143,925t 157,461t △13,536t 

※処理能力は、令和 5年度運転計画の 1日当たりの処理見込み量（定格 212ｔ×90％）とした。 

※年間処理量は、成田富里いずみ清掃工場運転業務（令和 5年度）の計画処理量とした。 

 

 

②処理能力の評価（可燃物） 

前項の処理可能量を前提として、想定する地震における災害廃棄物（可燃物）と 

対比した結果「災害廃棄物対策指針」（平成 30 年 3 月改定、環境省）に加筆を図表

2-2-8 に示す。3年間で処理を終えることを前提とした場合、富里市直下型地震では

56,336t（約 52t／日）の処理能力不足が想定される。処理能力が不足する場合には、

民間施設で焼却処理を行うが、さらに、処理能力が不足する場合には、他自治体の

支援を検討する。 
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図表 2-2-8 想定地震における災害廃棄物（可燃物）処理能力の評価 

想定地震 
可燃物推計量（g） 

（t） 

処理可能量（H） 

（t／3年） 

過不足量（H-g） 

（t／3 年） 

過不足量 

（t／日） 

富里市直下型地震 42,800t △13,536t △56,336t △51.4t 

※「可燃物推計量」は「富里市防災アセスメント調査」による。 

※「可燃物推計量」に成田市の災害廃棄物は含まれていない。 

 

(６) 処理スケジュールの検討 

あらかじめ想定した災害について、災害廃棄物の発生量、処理可能量等を踏まえ

た処理スケジュールを検討する。ただし、処理期間については、最大でも３年以内

に処理が完了するスケジュールとする。 

なお、処理スケジュールの基本的な考え方は、東日本大震災に係る災害廃棄物の

処理指針、地域特性や処理の効率性を踏まえ、災害廃棄物の種類ごとに、原則とし

て以下の期間内を目途に処理を進める。処理のスケジュールを図表 2-2-9 に示す。 
 

ア 仮置場への移動 

  ・市民が生活を営んでいる場所の近傍にある生活環境に支障が生じる災害廃棄物

⇒ 発災後 5 か月程度 

  ・その他 ⇒ 発災後 1年 
 

イ 中間処理・最終処分 

  ・腐敗性等がある廃棄物 ⇒ 速やかに処分 

  ・木くず、コンクリートくずで再生利用を予定しているもの 

⇒ 劣化、腐敗等が生じない期間で再生利用の需要を踏まえつつ適切な期間 

 を設定 

  ・その他 ⇒ 発災後 3年 
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図表 2-2-9 処理のスケジュール 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
出典：「岩手県災害廃棄物処理詳細計画（第 2次改訂版）」（平成 25年 5月、岩手県）を参考に作成 

 

(７) 処理フロー 

 災害時においても、減量化及び資源化を意識した上で、種類や性状に応じて破砕、

選別、焼却等の中間処理を行い、再生利用、最終処分を行うこととし、処理フロー

を想定するとともに、具体的な作業工程についても検討する。 

 本計画では、処理フローを構築するにあたり、一次仮置場及び二次仮置場の２種

類を想定した。 

  処理フローの作成にあたっては、災害廃棄物処理の基本方針、発生量・処理必要

量等についても検討し、必要な処理施設等についても想定し、記載する。また、作

業の流れについてもあらかじめ想定する。 

  また、一次仮置場において処理を行うか否かについては、災害廃棄物の発生量や、

仮置場の面積、二次仮置場の有無、周辺環境への影響を踏まえて判断する。 

仮置場における分別・選別は、災害廃棄物処理の期間の短縮やコストの低減に直

接影響するため、水害などにより廃棄物が混合している場合を含め、一次仮置場で

の分別の徹底が基本となる。 

※本文中、「仮置場」について特に断りがない場合、「一次仮置場、二次仮置場」の総称として 

用いている。 

  

小項目
発災

0.5 1 1.5 2 2.5 3

処理処分先の検討・計画策定等

各処理処分先との調整

仮置場跡地利用照会

一次仮置場用地選定

搬入・仮置き

粗選別

跡地調査・整地・土地返却

二次仮置場用地選定

処理設備搬入・組立

破砕・選別

処理設備解体・撤去

跡地調査・整地・土地返却

成田市協議

焼却

民間焼却施設

他市町村との協議

他市町村での焼却（必要な場合）

焼却・最終処分

広域処理

大項目

仮置場
施工処理

検討・各種調整等

既設焼却施設

一
次
仮
置
場

二
次
仮
置
場

：検討、調整、設計、試運転等 ：処理・処分等の実施 ：解体・整地等〈凡例〉

経過（年）
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 災害廃棄物の基本的な処理フロー 
 

一次仮置場では、搬入時に重機による粗選別と徹底した手選別を行った後、直 

接、リサイクル先、処理先に搬出する。二次仮置場では、一次仮置場で実施で 

きない破砕機を用いての木くずやコンクリートがら等を破砕し、選別・焼却等 

の処理を行う。 

   ただし、一次仮置場に破砕機等の設備等を設置する十分な広さがある場合は、 

二次仮置場は設置しない。基本的な処理フローを図表 2-2-10 に示す。 

図表 2-2-10 災害廃棄物の基本的な処理フロー 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  出典：静岡県災害廃棄物処理計画（平成 27 年 3 月、静岡県）を参考に作成 

 

(８) 収集運搬 

  本市の一般廃棄物の収集・運搬については、市内を 3事業者で地域別に分担して

いるため、基本的に委託収集事業者以外の地域を収集・運搬することはない。しか

し、災害時に委託収集事業者が被災し、収集・運搬業務に従事できない場合を想定

し、平時のうちに、他の委託収集事業者とともにルートや収集場所等を把握し、整

理しておく。 

  また、災害廃棄物の収集・運搬は、対応時期によって異なるため、災害予防、発

災時・初動期、仮置場・再資源化施設・処理処分先への運搬時に分けて検討する。 

  なお、災害時において優先的に回収する災害廃棄物の種類、収集・運搬の方法、

ルート、必要資機材、連絡体制・方法を図表 2-2-11 に示す。  

二次仮置場 

（破砕・分級・焼却・資材化） 

破砕・選別 

破砕 

手選別 

風力選別 不燃 

混合廃棄物 
（可燃物） 
（不燃物） 

可燃 可燃 

造粒固化 

木片 

・復興資材 

仮置場 

 

 

・処理施設 

 

 

・最終処分 

 

 

・リサイクル 

事業者 

一次仮置場 

（分別仮置・粗選別・手選別） 

分級 

水害堆積物 

焼却 

木くず 

土砂 

畳 

リサイクル 

（金属・不燃含む） 

手選別 

可燃 

コンがら 

選別 

木片 

粗選別 

コンクリー

トがら 
コンがら 

その他 

10 種類程度 

・金属くず 

・廃家電 

・廃自動車 

他 他 

破砕・粒調 

破砕 

土砂処理 

破砕 
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図表 2-2-11 収集運搬体制の整備に当たっての検討事項 

項目 検討事項 

優先的に回収する災害廃棄物 

・有害廃棄物・危険物を優先回収する。 
・冬季は着火剤などが多く発生することが想定され、混合状態 
となると爆発や火災等の事故が懸念されるため、これらのも 
のが発見された際は優先的に回収する。 

・夏季は上記に加え、腐敗性廃棄物についても優先回収する。 

収集事業者の確保 

・一般廃棄物の収集、委託収集事業者による収集とし、事業系 
ごみについては、許可業者が収集・運搬することを基本とする。 

・発災後に委託収集事業者が被災することも想定し、あらかじ 
め代替として、他の委託収集事業者と収集・運搬体制を構築 
する。 

・委託収集事業者とのスムーズな実施体制を構築するため、処理 
施設や道路状況について把握し、連絡体制を整備する。 

収集方法 

・災害廃棄物は、原則、市民が仮置場へ持ち込むものとする。 
・道路などの被災状況により収集・運搬方法を決定する。なお 

市内の施設で処理ができず、遠隔地の処理施設等で広域処理 
を実施する場合は、運搬経路についても調査する。 

収集運搬ルート 
収集運搬時間 

・市民の生活環境への影響や交通渋滞の発生防止など総合的な 
観点から収集運搬ルートを決定する。 

・収集運搬ルートだけでなく、収集運搬時間についても検討す 
る。 

必要資機材 
（重機・収集運搬車両など） 

・水分を含んだ畳等の重量のある廃棄物が発生する場合は、積 
込み・積降ろしに重機が必要となる。収集運搬車両には平積み 
ダンプ等を使用する。 

連絡体制・方法 

・携帯電話等が通じない場合においては、収集運搬車両に無線 
等を設置するなど、災害時における収集運搬車両間の連絡体 
制を確保する。 

市民への周知 ・収集ルートや日時などを市民に周知する。 

その他 ・収集運搬車両からの落下物防止策などを検討する。 

  出典：「災害廃棄物対策指針」（環境省）を参考に作成 

 

(９) 仮置場 

仮置場は、発災直後に速やかに設置する必要があるため、平常時において、仮

置場候補地をあらかじめ選定しておくことが重要である。仮置場候補地は多ければ

多いほど災害時の初動体制がとりやすく、想定外の災害に備えるためにも、徐々に

候補地を増やすなど、可能な限り多くの仮置場を確保しておくことが必要である。 
また、市民による仮置場への持込みが多くなることが想定されることから、

他の市町村の住民による持ち込み等を防ぐため、近隣市町と共通の災害廃棄物

の受入れ方針とする。共通方針とすることが難しい場合は、市民への広報を徹底す

る。  
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ア 仮置場の種類 

  本計画では、災害廃棄物の発生箇所のすぐそばで、主に一時的な仮置きを

行う仮置場を「一次仮置場」、比較的面積が大きく、主に災害廃棄物の破砕・選

別、焼却処理等を行う仮置場を「二次仮置場」とする。（図表 2-2-12） 

図表 2-2-12 仮置場の種類 

呼称 定義 備考 

一
次
仮
置
場 

・処理（リユース・リサイクルを含む）前 

に、災害廃棄物を一定期間、分別・保 

管しておく場所。 

・災害廃棄物が混合状態で搬入される場合 

には、分別等のため広い用地が必要。 

・処理施設又は二次仮置場への搬出が完了 

するまで運用。 

・二次仮置場への中継的な機能も持つ。 

二
次
仮
置
場 

・災害廃棄物等の一時的な保管及び中間処 

理（高度な破砕・選別・焼却）を行う。 

・一次仮置場での分別が不十分な場合等 

は、二次仮置場が必要となる。 

・設計及び運用においては、一次仮置場 

と同様の扱い。 

・本市単独での設置が困難な場合、複数市 

町村共有の仮置場を設置する。 

・災害応急対応時から災害復旧・復興時に 

確保が必要となる。搬入された災害廃棄 

物の処理が全て完了するまで運用。 

  出典：「災害廃棄物対策指針 資料編」（平成 26 年 3 月、環境省）を参考に編集 

 

イ 仮置場候補地の確保 

   平常時に、以下に考慮して仮置場の確保に向けて検討を行う。 

   ・災害廃棄物の仮置場は、原則として本市が確保する。 

   ・富里市地域防災計画等と整合を図り、災害廃棄物発生想定量を考慮して、仮 

置場の必要面積を算定し、仮置場の候補地を事前に設定する。 

   ・仮置場候補地の設定に当たっては、想定する処理フローに従い、利用方法も 

同時に検討する。 

   ・仮置場候補地が、公有地の場合、自衛隊の野営地、仮設住宅、被災自動車の 

保管場所などへの利用も想定されるため、個別に十分な事前調整をしておく。 

   ・公有地が不足するなど、やむを得ず私有地とする場合は、仮置場の貸与・返 

却時のルールを事前に定めておく。 

   ・仮置場については、3,000 ㎡以上の土地の改変の場合、土壌汚染対策法に基 

づく届出が必要になるため、仮置場の選定に当たっては、事前に土壌調査を 

しておく必要がある。 

 

ウ 仮置場候補地の選定 

   仮置場候補地の設置可能場所の選定方法は、第 1段階として、法律・条例等の

諸条件によるスクリーニングの後、第 2 段階として、公有地の利用を基本とし、

面積、地形等の物理的条件による絞り込みを行う。第 3段階として総合評価によ

って、仮置場候補地の順位付けを行い選定する。 

なお、仮置場を選定するにあたり、仮置場の選定フローを図表 2-2-13 で示す。 
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図表 2-2-13 仮置場の選定フロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

   ※仮置場の選定方法の整理に当たっては、法規制、防災拠点として避難所となる場所、浸水するおそれの

ある場所、仮設住宅用地及び自衛隊野営地等のほか、周辺住民や地権者との協議などが必要となる。 

   ※空地等は、発災直後や復旧・復興時など時間軸の変化により、必要とされる用途が変化する場合があ

ることに留意する。 

    出典：「災害廃棄物対策指針」（環境省）に加筆 

 

エ 仮置場候補における留意事項 

仮置場候補地は、以下の点を考慮して選定する。 
 

①選定を避けるべき場所 

・学校等の避難場所として指定されている施設及びその周辺 

・周辺住民、環境、地域の基幹産業への影響が大きい地域 

・復旧に支障が生じる恐れのある農地 

・水源に隣接する場所（水害による災害廃棄物の場合） 

・浸水想定区域等 
 

②候補地の絞り込み 

・重機等で分別・保管を行うため、できる限り広い面積を有する 

・公園、グラウンド、公民館、廃校、廃棄物処理施設等の公有地 

・未利用工場跡地等で長期間利用が見込まれない民有地（借上げ） 

・効率的な搬出入ルート、必要な道路幅員が確保できる 

・長期間使用できる 

・消火用水、仮設処理施設の電源・水源が確保できる  

第２段階 

第３段階 

第１段階 

仮置場の前提条件を整理 

法律・条例など諸条件によるスクリーニング 

面積・地形等物理条件によるスクリーニング 

仮置場の候補地 

仮置場整備構想案の作成 

総合評価による順位付け 

選定対象外 

選定対象外 

候補地選定 
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オ 仮置場必要面積の推計 

   仮置場の必要面積は、次の方法を参考に（P20、第 2 章第 2節 1(3)イ）で推計

した災害廃棄物の発生量を用いて算出する。 
  

【面積推計方法】 
 

面   積＝仮置量／見かけ比重／積み上げ高さ×（1＋作業スペース割合） 

仮 置 量＝がれき発生量－年間処理量 

年間処理量＝がれき発生量／処理期間 

 

○見かけ比重：可燃物 0.4（ｔ／㎥）、不燃物 1.1（ｔ／㎥） 

 ※厚生省の「大都市圏の震災時における廃棄物の広域処理体制に関わる調査報告書（8年度）」の値。 

 

○積み上げ高さ：5m 以下が望ましい 

 ※厚生省の「大都市圏の震災時における廃棄物の広域処理体制に関わる調査報告書（8年度）」の値。 

 

○作業スペース割合：100％ 

 ※仮置場の面積は、廃棄物容量と積み上げ高さから算定される面積に車両の走行スペースを加算する必要 

がある。阪神・淡路大震災の実績では、廃棄物置場とほぼ同等か、それ以上の面積がこれらのスペース 

として使用された。そこで、仮置場の必要面積は廃棄物容量から算定される面積に、同等の作業スペー 

スを加える。 

 

〈試算条件〉 

・災害廃棄物の発生量：令和元年台風 15 号及び台風 19 号の災害廃棄物処理量が 

791ｔであったため、ここでは 1,000ｔと設定 

・可燃物の割合 ：平成 28 年熊本地震の実績に基づき 20％と設定 

・可燃物の発生量：200ｔ 

・不燃物の割合 ：80％（＝100－可燃物の割合） 

・不燃物の発生量：800ｔ 

・災害廃棄物の処理機関：ここでは 3年と設定 

 

〈最大で必要となる面積の算定方法〉 

推計式：面積＝仮置量÷見かけ比重÷積み上げ高さ×（1＋作業スペース割合） 

      ＝200ｔ÷0.4ｔ/㎥÷5ｍ×（1＋1） 

       ＋800ｔ÷1.1ｔ/㎥÷5ｍ×（1＋1）≒490 ㎡ 

   出典：「災害廃棄物対策指針」（平成 31 年 4 月改定 環境省）資料編技術資料（技 18-2）に加筆 
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カ 仮置場の設置に係る準備 

   仮置場の開設にあたっては、管理する人員や資機材が必要となる。 

（図表 2-2-14） 

図表 2-2-14 仮置場の開設に当たり必要となるもの 

人員 資機材 

・仮置場の全体管理 

・車両案内 

・荷降ろし、分別の手伝い 

・夜間の警備（不法投棄、盗難防止） 

・廃棄物の下に敷くシート（鉄板） 

・粗選別等に用いる重機 

 （例：フォーク付きのバックホウ） 

・仮置場の周辺を囲むフェンス 

・飛散防止のためのネット 

・分別区分を示す立て看板 

・害虫発生防止のための薬剤   など 

  出典：「災害廃棄物対策の基礎～過去の教訓に学ぶ」（環境省） 

 

また、仮置場を開設する際には、自治会と連携しながら、市民へ仮置場の運用 

ルールを周知する。（図表 2-2-15） 

図表 2-2-15 市民へ周知するルールの例 

周知する事項 

・仮置場の場所、搬入時間、曜日等 

・誘導路（場外、場内）、案内図、配置図 

・分別方法 （平常時の分別方法を基本としたほうが伝わりやすい） 

・仮置場に持ち込んではいけないもの 

 （生ごみ、災害廃棄物以外の廃棄物、有害廃棄物、引火性のもの等） 

・災害廃棄物であることの証明方法（住所記載の身分証明書、罹災証明書等）  など 

  出典：「災害廃棄物対策の基礎～過去の教訓に学ぶ」（環境省） 

 

(10) 環境対策 

  環境モニタリングを実施し、廃棄物処理現場（建物の解体現場や仮置場等）にお

ける労働災害の防止、その周辺住民の生活環境への影響を把握し、必要な対策を講

じる。 
 

ア 環境モニタリング 

  実際の被害状況や災害廃棄物処理装置、処理・処分方法を踏まえ、発災後に事

前に検討した環境モニタリング地点の再検討を行う。 

環境モニタリング地点の選定の考え方を、図表 2-2-16 に示す。 
 

イ 環境対策 

   建物の解体現場及び災害廃棄物の仮置場において、対応する環境影響項目及び

対策を図表 2-2-17 に示す。 

   発災後に、事前に検討した環境モニタリング項目について、実際の災害廃棄物
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処理装置等の位置や処理・処分方法を踏まえ、環境モニタリング項目の再検討を

行う。また、災害廃棄物の処理の進捗に伴い、必要に応じて環境モニタリング項

目以外の調査項目を加えて見直し・追加を行う。 

図表 2-2-16 環境モニタリング地点の選定の考え方 

影響項目 選定方法 

大気、臭気 ・災害廃棄物処理機器（選別機器や破砕機など）の位置、腐敗性廃棄物（食品廃

棄物等）がある場合はその位置を確認し、環境影響が大きいと想定される場所

を確認する。 

・災害廃棄物処理現場における主風向を確認し、その風下における住居や病院な

どの環境保全対象の位置を確認する。 

・環境モニタリング地点は、災害廃棄物処理現場の風下で周辺に環境保全対象が

存在する位置に設定する。なお、環境影響が大きいと想定される場所が複数あ

る場合は、環境モニタリング地点を複数点設定することも検討が必要である。 

騒音・振動 ・騒音や振動の大きな作業を伴う場所、処理装置（破砕機など）を確認する。 

・作業場所から距離的に最も近い住居や病院などの保全対象の位置を確認する。 

・発生源と受音点の位置を考慮し、環境モニタリング地点は騒音・振動の影響が

最も大きいと想定される位置に設定する。なお、環境影響が大きいと想定され

る場所が複数ある場合は、環境モニタリング地点を複数点設定することも検討

が必要である。 

土壌等 ・土壌については、事前に集積する前の土壌等 10 地点程度を採取しておく

と、仮置場や収集場所の影響評価をする際に有用である。また仮置場を復旧

する際に、仮置場の土壌が汚染されていないことを確認するため、事前調査地

点や土壌汚染のおそれのある災害廃棄物が仮置きされていた箇所を調査地点と

して選定する。 

水質 ・雨水の排水出口近傍や土壌汚染のおそれのある災害廃棄物が仮置きされてい

た箇所を調査する。 

  出典：「災害廃棄物対策指針」（環境省）資料編技術資料（技 18-5）に加筆 

図表 2-2-17 災害廃棄物への対応における環境影響と環境保全策 

影響項目 環境影響 対策例 

大気 ・解体・撤去、仮置場作業におけ 

る粉じんの飛散 

・石綿含有廃棄物（建材等）の保 

管・処理による飛散 

・災害廃棄物保管による有害ガ 

ス、可燃性ガスの発生 

 

・定期的な散水の実施 

・保管、選別、処理装置への屋根の設置 

・周囲への飛散防止ネットの設置 

・フレコンバッグへの保管 

・搬入路の鉄板敷設等による粉じんの発

生抑制 

・運搬車両の退出時のタイヤ洗浄 

・収集時分別や目視による石綿分別の徹

底 

・作業環境、敷地境界での石綿の測定監視 

・仮置場の積み上げ高さ制限、危険物分別

による可燃性ガス発生や火災発生の抑制 
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騒音・振動 ・撤去・解体等処理作業に伴う騒音・

振動 

・仮置場への搬入、搬出車両の通行に

よる騒音・振動 

・低騒音・低振動の機械、重機の使用 

・処理装置の周囲等に防音シートを設置 

土壌等 ・災害廃棄物から周辺土壌への有害物

質等の漏出 

・敷地内に遮水シートを敷設 

・PCB 等の有害廃棄物の分別保管 

臭気 ・災害廃棄物からの悪臭 ・腐敗性廃棄物の優先的な処理 

・消臭剤、脱臭剤、防虫剤の散布、シート

による被覆等 

水質 ・災害廃棄物に含まれる汚染物質の降

雨等による公共水域への流出 

・敷地内に遮水シートを敷設 

・敷地内で発生する排水、雨水の処理 

・水たまりを埋めて腐敗防止 

  出典：「災害廃棄物対策指針 資料編」（環境省） 

 

(11) 処理能力が不足する場合の対応 

災害廃棄物の発生量に対して成田富里いずみ清掃工場で処理が可能であるか確

認する。災害廃棄物を目標とする期間内に処理するため、既存処理施設のみでは処

理能力が不足する場合には、民間の処理施設の活用を検討する。 

 

(12) 損壊家屋等の解体・撤去 

  原則として、被災した家屋の解体は、所有者の責任において行われるが、損壊家 

屋の倒壊による二次災害防止などの観点から、一定の条件のもとで本市が解体・撤 

去を実施する場合がある。 

  本市が倒壊の危険性のある損壊家屋等の解体・撤去を行う場合、罹災証明の交付、 

解体等の受付窓口、解体事業の発注等の手続が必要となることから、総務部、企画 

財政部、都市建設部の各課と平常時に調整しておく。 

  損壊家屋等の解体・撤去は、通常、都市建設部内において実施される作業のため、 

設計、積算、現場管理等に土木・建築職を含めた人員の確保を検討する。 

  損壊家屋等の解体・撤去に当たっては、解体現場において可能な限り分別（木く 

ず・コンクリートがら・金属くず等）した上で、仮置場に搬入する。 

  損壊家屋等の解体・撤去に係る平常時において検討すべき事項を図表2-2-18に、 

市が実施する解体・撤去の手順を図表 2-2-19 に示す。 
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図表 2-2-18 損壊家屋等の解体・撤去に係る平常時において検討すべき事項 

項目 検討内容 

対象案件の選定 ・公費解体の対象はどういうものか（環境省の基準確認） 

・具体的な対象事例（又は除外する事例）の絞り込み（例：敷地の地割

れのみで建物被害のないものは除外） 

・基礎や一体的に解体されるブロック塀等、対象となる工作物の絞り込み 

・敷地境界、解体物の特定 

ルール作り ・公費解体のための規則又は要綱、書類様式の制定 

・申請受付期間の設定 

・公費解体後の登記の扱い等 

受付体制 ・職員による直営受付、アルバイト、人材派遣等に委託かの方針決定 

・受付期間に応じた受付場所の確保 

・申請受理後の書類審査、現地調査の体制の決定 

・市民向け広報の手法と時期、内容の検討（家財の扱い、電気・ガス・

水道の本人による事前手続等も含む） 

・家屋解体事業者と申請者、本市の 3者現地打合せの方法 

・解体前に申請者のすべき事項の策定 

・解体後発生する廃棄物の受入・処分体制の確認 

賃貸物件や集合住

宅の公費解体 

・所有者と入居者が異なる場合の必要書類（同意書） 

・入居者の退去予定時期の明確化 

・退去（見込）者の住居相談対応 
  出典：「市町村向け災害廃棄物処理行政事務の手引き」（環境省東北地方環境事務所）に加筆 

図表 2-2-19 本市が実施する解体・撤去の手順 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  出典：「災害廃棄物対策指針」（環境省）に加筆 

解体状況の確認 

解体事業の発注 

建物の危険度判定・罹災証明書 

解体事業者への指示・連絡 

建物所有者の立会（最終確認） 

申請の受付 

解体対象建物の整理 

解体の優先順位の検討 

解体申請窓口の設置 申請方法の広報 

解体事業者の決定 

解体 
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(13) 分別、処理、再資源化 

災害廃棄物を再資源化し、最終処分量を減少させることにより、最終処分場の延 

命化が図られる。このため、再生利用不可能な不燃物や可燃物の焼却により発生し 

た焼却残渣等の最終処分になるものが極力発生しないよう中間処理を行う。 

 具体的には、再生資材の用途を想定し、再生資材の発生見込み量や性状、受入側 

の受入基準などに合わせた、分別、処理方法を検討し、対応方法を定める。 

  災害廃棄物の種類ごとの再資源化方法を図表 2-2-20 に示す。 

図表 2-2-20 災害廃棄物の種類ごとの再資源化方法 

種類 処理方法・留意事項等 

混合廃棄物 ・家屋解体廃棄物、畳・家具類や生木、木材等を分別し、木材として利用。 

・塩化ビニール製品は可能な限りリサイクル。 

木くず ・生木等はできるだけ早い段階で分別・保管し、製紙原料として活用。 

・家屋系廃木材はできるだけ早い段階で分別・保管し、チップ化して各種原料

や燃料として活用。 

コンクリート

がら 

・40mm 以下に破砕し、路盤材（再生クラッシャラン）、液状化対策材、埋立て材

として利用。 

・埋め戻し材・裏込め材（再生クラッシャラン・再生砂）として利用。最大粒

径は利用目的に応じて適宜選択し中間処理を行う。 

・5～25mm に破砕し、二次破砕を複数回行うことで再生骨材に利用。 

金属くず ・有価物として売却。 

家電類 ・テレビ、エアコン、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・乾燥機等は指定引取場所

に搬入してリサイクル。 

自動車 ・自動車リサイクル法に則り、被災域からの撤去・移動、所有者もしくは処

理業者引渡しまで一次仮置場で保管する。 

タイヤ ・丸タイヤのままの場合、域外で破砕後、適宜リサイクルする。 

・有価物として買取り業者に引き渡し後、適宜リサイクルする。 

木くず混入 

土砂 

・異物除去・カルシア系改質材添加等による処理により、改質土として有効利

用することが可能である。その場合除去した異物や木くずもリサイクルを行

うことが可能。 

 出典：「災害廃棄物対策指針」（環境省）資料編技術資料（技 22）に加筆 

 

(14) 最終処分 

  処理の基本方針に従い最終処分量を最少化するため、災害廃棄物の資源化及び減 

量化を最大限促進する。 

  なお、最終処分場が確保できていない場合、処理を行っても仮置場などから搬出 

することができず、結果として解体・撤去現場から災害廃棄物を仮置場へ搬入する 

ことができなくなり、処理の進捗に影響を与えることになる。 

  このため、経済的な手段・方法で運搬できる最終処分場のリストを作成し、広域 

的な最終処分が行えるよう、最終処分場を所有する民間事業者や地方公共団体と、 

協定の締結に努める。  
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(15) 広域的な処理 

円滑で効率的な災害廃棄物の処理のために、災害廃棄物の広域処理に関する手続 

方法や契約書の様式等を平常時に準備する。 

  被災の状況により、以下を検討する。 
 

  産業廃棄物処理施設の活用 
 

  協定に基づく県内他市町村への支援要請 
 

  県に対する県の協定締結団体及び他都道府県への連絡調整の要請 
 

なお、自ら処理が困難な場合は、県に地方自治法に基づく事務委託及び応援協定 

による支援を要請することを検討する。 

 

(16) 思い出の品等 

  所有者等の個人にとって価値があると認められるもの（思い出の品）については、 

廃棄に回さず、本市で保管し、可能な限り所有者に引き渡す。 

思い出の品等の取扱いルールを図表 2-2-21 に示す。 

図表 2-2-21 思い出の品等の取扱いルール 

項目 内容 

定義 
アルバム、写真、位牌、賞状、手帳、金庫、貴重品（財布、通帳、印鑑、貴

金属）等 

持主の確認方法 公共施設で保管・閲覧し、申告により確認する方法 

回収方法 
災害廃棄物の撤去現場や建物の解体現場で発見された場合はその都度回収

する。又は市民・ボランティアの持込みによって回収する。 

保管方法 泥や土が付着している場合は洗浄して保管 

運営方法 地元雇用やボランティアの協力等 

返却方法 基本は面会引渡しとする。本人確認ができる場合は郵送引渡しも可。 
 ※貴重品：警察へ届け出る必要があり、あらかじめ必要な書類様式を作成することでスムーズな作業が図れる。 

 ※思い出の品等：保管・返却する場所が必要。また、個人情報も含まれるため、保管・管理には配慮が必要。 

 出典：「災害廃棄物対策指針」（環境省） 

 

(17) 災害廃棄物処理事業の進捗管理 

  災害廃棄物処理の進捗状況を的確に把握し、定期的に県に報告する。 

 

(18) 各種相談窓口の設置等 

災害時においては、被災者から様々な相談・問合せが寄せられるため、受付体制 

及び情報の管理方法を検討し、対応方法を定める。 

また、可能であれば、通信網復旧後に専用コールセンターの設置などができるよ 

うに努める。 
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(19) 市民等への啓発・広報 

災害廃棄物を適正に処理する上で、市民や事業者の理解は欠かせないものである。 

災害時においては、生活ごみ・粗大ごみ等の排出方法に対する市民の混乱が生じ、 

通常と異なる排出・処理方法に対する問合せが多く寄せられることが予想される。 

  そのため、日頃から、市民の理解を得るよう啓発等を継続的に実施するとともに、 

災害発生直後に速やかな広報ができるよう、あらかじめ広報内容等について以下の 

内容について留意の上、準備しておく必要がある。 
 
 市民等（市民、事業者、NPO、ボランティア含む）への災害対策を検討するとき、

情報伝達とコミュニケーションは、被害量の増減に影響する重要項目である。

特に、外国人に対しては、分かりやすい啓発・広報を行う。 
 

 災害が発生する前に、耐震化を進める等の被害抑止や、被害軽減のための事前

準備に対する啓発を実施し、災害廃棄物を減量に導く。 
 

 災害廃棄物の不法投棄を防止し、分別を徹底するためには、発災直後の広報が

重要であり、特に水害では、水が引くとすぐに被災した市民が一斉に災害廃棄

物を排出するため、公的な手法で迅速に情報を周知する。 
 
 対応する職員によって提供する情報や用語に齟齬がないように、事前に想定す

る Q&A 集などを作成し、情報の一元化に努める。 
 

ア 広報の内容 

   被災者に対して、災害廃棄物の分別や収集、仮置場の利用方法等について、効 

果的な広報手法により周知する。また、ボランティアに対しても速やかに災害ボラ 

ンティアセンターを通じて、同様の情報を周知する。なお、災害直後から、外国 

人へ情報提供できる体制を準備しておく。 

 広報の内容は図表 2-2-22 で示す。 

図表 2-2-22 広報の内容 

項目 広報の内容（例） 

収集方法 ○回収方法 

・戸別収集の有無、排出場所（収集場所、仮置場） 

・分別方法 

〇危険物、処理困難物の排出方法 

腐敗性廃棄物、有害廃棄物、家庭用ガスボンベ等の危険物、フロン含有廃棄物等 

仮置場 ○仮置場の場所、搬入時間、曜日 等 

○仮置場の誘導路（場外、場内）、案内図、配置図 

○仮置場に持ち込んではいけないもの 

生ごみ、有害廃棄物、引火性のもの 等 

留意事項 ○災害廃棄物であることの証明方法 

住所記載の身分証明書、罹災証明書 等 

○禁止事項 

便乗ごみの排出、混乱に乗じた不法投棄、野焼き 等 

  出典：「災害廃棄物対策指針」（令和 2年 3月改定、環境省）資料編技術資料（技 25-2）に加筆 
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 イ 広報手段 

   発災後、市民へ正確かつ迅速に、災害廃棄物の分別や仮置場の利用方法等につ 

いての情報を周知するため、チラシや広報車、市公式ホームページ、市防災・防 

犯メール、市公式 LINE 等の複数の広報手段を準備する。情報伝達方法を図表 

2-2-23 で示す。 

   避難所の被災者に対する災害廃棄物の処理に関する広報は、広報情報課と調整 

し、広報紙やマスコミ、避難所等への広報手法・内容等を確認しておく。 

また、混乱を防ぐため情報の一元化に努める。 

図表 2-2-23 情報伝達方法 

情報伝達方法 内訳 

デジタル媒体 市公式ホームページ、災害廃棄物処理計画の公開、市防災・防犯メール、

市公式 LINE、その他の SNS 

アナログ媒体 紙媒体：広報紙、防災ハンドブック、パンフレット 
掲示物：ポスター（避難所での掲示）チラシ 

マスメディア ローカル（ケーブル）テレビ、ラジオ、新聞 

普及啓発講座 学校、事務所、自治会等への防災行事講演会、防災訓練等 

その他 広報車、防災行政無線、防災リーダーの育成、ボランティアを通じた広報 

   出典：「災害廃棄物対策指針」（環境省）資料編技術資料（技 25-1）に加筆 

 

ウ 災害予防による災害廃棄物減量に関する普及啓発・広報 

   被害の抑止力を高め、被害を防ぎきれなかった場合においても最小限にとど 

めるため、災害予防（被害防止・被害軽減）の対策を進めることで、被害を受け 

た場所を早期回復させることが可能になる。これらの内容を広く周知するため

の普及啓発や広報に努める。災害予防内容の例を図表 2-2-24 で示す。 

図表 2-2-24 災害予防内容の例 

項目 普及啓発等内容 

構造物耐震化 ・耐震化により家屋の倒壊を防ぐことにより、災害廃棄物の発生量を減らす。 

・構造物耐震診断事業、耐震化改修助成金制度、耐震化普及啓発事業の充実と

広報を進めるなどがある。 

自助・共助で

災害廃棄物減

量につながる

取り組み 

・有害物質の所在を明確化しておき、その施設が被害を受けた場合には早急に

対応する体制を整備しておく。 

・家具転倒防止、防災自主組織支援、防災インストラクター登録制度、防災

協力事業者登録制度、防災出前講座等の事業及び広報などがある。 

  出典：「災害廃棄物対策指針」（環境省）資料編技術資料（技 25-1）に加筆 
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２ 留意すべき廃棄物 
 有害性・危険性のある有害廃棄物は、通常、「適正な処理が困難なもの」とされてい

る。これらに含まれる有害物質が、漏出等により災害廃棄物に混入すると、災害廃棄

物の処理に支障をきたすばかりか、適切な回収及び処理が実施されない場合、環境や

人の健康への長期的な影響や復興の障害となるおそれがあるため、十分留意する必要

がある。 

 また、通常の施設では処理そのものが困難な廃棄物は、処理困難物として通常の廃

棄物とは別の方法で処理を行う必要がある。 

 

(１) 有害廃棄物・処理困難な廃棄物 
 

ア 基本的な対応方針 
 

 有害性・危険性がある廃棄物のうち、産業廃棄物（特別管理産業廃棄物を含 

む）に該当するものは、事業者の責任において処理することを原則とし、一 

般廃棄物に該当するものは、排出に関する優先順位や適切な処理方法等につ 

いて市民に広報する。 
 

 有害性・危険性がある廃棄物は、業者引取ルートの整備等の対策を講じ、適 

正処理を推進することが重要であり、関連業者へ協力要請を行う。 
 

 PCB 廃棄物等で処理先が限定されているものや、高圧ガスボンベ等の廃棄物

処理法以外の法令により処理方法が規定されているものについては、関係機

関と連携しながら処理を行う。 
 

 PCB 等の処理困難物は、発災後も基本的には平常時と同様の扱いとする。 
 

イ 事前の対策 

   以下に留意して事前の対策を行う。 
 

 有害物質取扱事業所を所管する関係機関と連携し、厳正な保管及び災害時に

おける対応を講じるよう協力を求める。 
 

 有害物質の保管場所等について PRTR（化学物質排出移動量届出制度）等の情

報を収集し、あらかじめ地図などで把握する。 
 

 公共施設については情報管理を徹底し、民間施設については把握に努め、収

集した情報が水害で水没や流出しないよう保管する。 
 

 PCB、トリクロロエチレン、フロン類など水害で流出する可能性の高い有害物

質については、流出した場合の対応についても事前に検討し、準備しておく。 
 

 関係機関や関係団体（産業廃棄物処理業者を含む）との協力関係の構築、発 

災後の対応や処理困難物の回収及び処理・処分のためのルールや手順等につ 

いて協議等を実施する。 
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ウ 石綿対策 

   古い建物では石綿（アスベスト）が使われている可能性があり、損壊家屋など 

で飛散し、作業員等に健康被害を及ぼす可能性があるため、石綿の処理に当たっ 

ては、以下に留意して石綿対策を行う。 

また、災害時における石綿飛散防止に係る対策事項を図表 2-2-25 に示す。 
 

 災害時における石綿含有建材の解体・撤去、保管、輸送、処分の過程におけ 

る取扱方法等を整理し、平常時から職員・事業者に周知する。 
 

 「災害時における石綿飛散防止に係る取扱いマニュアル」（平成 29 年 9 月、 

環境省）の内容等を踏まえて事前準備を進め、災害時の石綿の飛散、暴露対 

策の強化を行う。 

図表 2-2-25 災害時における石綿飛散防止に係る対策事項 

対策事項 

１ 平常時における準備 

２ 災害発生時の応急措置 

３ 環境モニタリング 

４ 調査・計画・届出 

５ 解体等工事周辺への周知 

６ 解体等工事における石綿の飛散防止 

７ 自治体による立入検査 

８ 廃棄物の適正処理 

      出典：「災害時における石綿飛散防止に係る取扱いマニュアル」（平成 29 年 9 月、環境省） 

 

(２) 放射性物質に汚染された廃棄物 

  県内には原子力発電所は立地していないが、平成 23 年 3 月 11 日に発生した東日

本大震災による東京電力福島第一原子力発電所の事故は、様々な影響を及ぼすとと

もに、県内においても放射性物質により汚染された廃棄物や土壌が発生した。 

この事故由来放射性物質に汚染された廃棄物については、「東日本大震災により

生じた災害廃棄物の処理に関する特別措置法」、「平成二三年三月十一日に発生した

東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質に

よる環境の汚染への対処に関する特別措置法」や「廃棄物関係ガイドライン（事故

由来放射性物質により汚染された廃棄物の処理等に関するガイドライン）」（環境省）

に従い、適正に処理・処分を進めてきたところである。 

なお、千葉県では、原発事故に伴う環境汚染等に対する施策の方向性を示すため、

「東京電力福島第一原子力発電所事故に係る対処方針」（平成 23 年 11 月 25 日改

定）及び「放射性物質により環境汚染された土壌等の除染等の措置に関する千葉県

としての対処方針」（平成 23 年 11 月 25 日）を策定し、放射線量の監視体制の継続

や、除染等の措置の円滑な推進、事故由来放射性物質を含む廃棄物や土壌への対応

などについて様々な対処を講じてきた。 
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今後、同様な性状の放射性物質に汚染された廃棄物が発生した場合においても、

原則、ガイドライン等に基づき、対応していく。 

廃棄物関係ガイドラインの構成を図表 2-2-26 に示す。 

図表 2-2-26 廃棄物関係ガイドライン（平成 25 年 3 月、第 2版）の構成 

構 成 内 容 

第一部 汚染状況調査方法ガイドライン 

第二部 特定一般廃棄物・特定産業廃棄物関係ガイドライン 

第三部 指定廃棄物関係ガイドライン 

第四部 除染廃棄物関係ガイドライン 

第五部 放射能濃度等測定方法ガイドライン 

第六部 特定廃棄物関係ガイドライン 

 

 

第３節 一般廃棄物処理施設の強靭化 
 廃棄物処理施設においては、地震や水害などによって稼働不能とならないよう、平

常時から成田市とともに計画的に点検等を実施する。 

 

１ 廃棄物処理システムとしての強靭化 
 成田富里いずみ清掃工場については、建設時に耐震化・浸水対策を講じているが、

富里市不燃物処理施設については、施設点検整備等を図り、今後、施設を新設する場

合は処理施設の耐震性・浸水対策等に配慮した施設づくりを行う。 

 また、施設に被害がない場合であっても、水道等ライフラインの断絶により稼働が

困難になる場合があるため、廃棄物処理施設自体の強靭性に加え、災害時であっても

自立起動、継続運転できるように、資機材の確保などを検討する。（図表 2-3-1） 

図表 2-3-1 一般廃棄物処理施設の強靭化に係る対策 

対策項目 対策例 

施設 

○既存施設 

 耐震性の向上等 

○新設施設 

 耐震性・浸水対策等に配慮した施設づくり 

自立起動・ 

継続運転 

○廃棄物処理施設へのライフラインの耐震性の向上 

○施設稼働に必要な燃料の確保 

○再稼働時に必要な非常用発電機の設置 

収集運搬 ○進入路、ランプウェイ（耐震化等）の通行障害対策 

出典：「災害廃棄物対策指針」（環境省）を参考に作成 
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２ 水害対策 
施設の運転に必要な燃料・薬剤や施設の補修に必要な資機材等の備蓄は、浸水しな

い場所を選定する。 

一般廃棄物処理施設の浸水対策を図表 2-3-2 に示す。 

図表 2-3-2 一般廃棄物処理施設の浸水対策 

区分 対策内容 

施設・

設備 

○受電設備及び非常用発電機の高位置への変更 

○水槽やポンプ類については、予備品や代替装置の保管など 

運用 ○応急対策として、土嚢、排水ポンプの準備 

○薬品・危険物類が流出しないよう保管状況の点検、必要に応じて保管場所の変更 

○気象情報等による収集運搬車両の事前避難 

  出典：「災害廃棄物対策指針」（環境省）を参考に作成 

 

３ 一般廃棄物処理施設等の補修体制の整備 
 一般廃棄物処理施設が被災した場合等に備え、以下について行う。 
 

 一般廃棄物処理施設等を修復するための点検マニュアルをあらかじめ作成し

ておく。 
 

 廃棄物処理施設の補修等に必要な資機材の備蓄を行う。 
 

 災害時に移動手段の燃料が不足することを想定し、ガソリン等の備蓄を行う。 
 

 点検、修復に備え、当該施設のプラントメーカー等との協力体制を確立する。 

 

４ ＢＣＰ（業務継続計画）の策定等 
 大規模災害が発生した場合、その影響によって市役所機能の低下が余儀なくされる

ことが予想される。こうした状況にあっても努めて業務を継続し、できるだけ早期に

通常レベルに業務を復旧させるための事前対策として、本市では平成３０年に「富里

市業務継続計画（震災編）」を策定しており、この計画を基本に行政機能の継続性を確

保する。 

 

 

第４節 災害時の生活に伴う廃棄物への対応 
災害時において、災害廃棄物処理だけでなく、し尿や生活ごみ、避難所ごみの処理

が継続的かつ確実に実施されることが、公衆衛生の確保及び生活環境の保全の観点か

ら極めて重要である。 

被災者が、富里市民だけではなく、広域的に避難することもあるため、避難所ごみ

及びし尿の収集運搬や処分について、他市町村と協議する必要が生じる場合もある。 
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１ 仮設トイレ等し尿処理 
(１) 基本的な事項 

 大規模災害では、仮設トイレの設置は急務となる。特に、下水道の普及が進んで

いる地域においては、被災の初期段階では、上下水道の被害で水洗トイレが使用で

きなくなる可能性が高く、また避難者の集中により避難所のトイレが不足するなど、

多くの仮設トイレが必要になると想定される。 

発災直後のし尿処理に関して、被災者の生活に支障が生じないよう、仮設トイレ、

消臭剤、脱臭剤等の整備を行う｡（図表 2-4-1） 

図表 2-4-1 災害用トイレの種類と特徴 

設置 名称 特徴 概要 現地での処理 
備蓄性

※１ 

仮
設
・
移
動 

携帯トイレ 
吸収シート方式 

凝固剤等方式 

最も簡易なトイレ。調達の容易性、備

蓄性に優れる。 
保管･回収 ◎ 

簡易トイレ 

ラッピング型 

コンポスト型 

乾燥･焼却型等 

し尿を機械的にパッキングする。設置

の容易性に優れる。 保管･回収 ○ 

組立トイレ 

マンホール 

直結型※２ 

地震時に下水道管理者が管理するマン 

ホールの直上に便器及び仕切り施設等

の上部構造物を設置するもの（マンホ

ールトイレシステム） 

下水道 ○ 

地下ピット型 いわゆる汲み取りトイレと同じ形態。 汲取り ○ 

便槽一体型  汲取り ○ 

ワンボックス

トイレ 

簡易水洗式 

非水洗式 

イベント時や工事現場の仮設トイレ

として利用されているもの 
汲取り △ 

自己完結型 
循環式 

比較的大型の可搬式トイレ 
汲取り △ 

コンポスト型 ｺﾝﾎﾟｽﾄ △ 

車載トイレ 
トイレ室･処理 

装置一体型 

平ボディのトラックでも使用可能な移

動トイレ 
汲取り-下水道 △ 

常
設 

便槽貯留 

既存施設 

汲取り － 

浄化槽 浄化槽汲取り － 

水洗トイレ 下水道 － 

バイオマストイレ※３ 不要 － 

  ※1 備蓄性の基準：◎省スペースで備蓄、○倉庫等で備蓄できる、△一定の敷地が必要 

  ※2 マンホールトイレは、下水道管理部局と事前に調整する必要がある。 

  ※3 電源が必要。 

  出典：「災害廃棄物対策指針」（環境省）資料編技術資料（技 24-18）に加筆 

 

(２) し尿収集必要量及び仮設トイレ必要数の推計 

本市のみで大規模災害に対処しうる備蓄を行うことは合理的でないため、近隣市 

町と協力し、広域的な備蓄体制を確保するとともに、仮設トイレを備蓄している建

設事業者団体、レンタル事業者団体等と災害支援協定の締結を進める。 
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なお、仮設トイレ等の備蓄数は、し尿の推計発生量を基に決定する。 

 
 

●し尿収集必要量は、①仮設トイレを必要とする人数と②非水洗化区域のし尿収集人口の合計

に、し尿計画１人１日平均排出量を乗じて推計する。 
 

【前提条件】 

・避難所は一時に多くの人数を収容することから、既存のトイレでは処理しきれないと想定さ 

れるため、避難者全員が仮設トイレを使用すると仮定する。 
 
・断水により水洗トイレが使用できなくなった在宅市民も、仮設トイレを使用すると仮定する。 
 
・断水により仮設トイレを利用する市民は、上水道が支障する世帯のうち半数とし、残り半数

の在宅市民は給水、井戸水等により用水を確保し、自宅のトイレを使用すると仮定する。 

 

し尿収集必要量 

＝ 災害時におけるし尿収集必要人数×1日1人平均排出量 

＝ （①仮設トイレ必要人数＋②非水洗化区域し尿収集人口） 

×③1人1日平均排出量 

 

① 仮設トイレ必要人数＝避難者数＋断水による仮設トイレ必要人数 

避難者数：避難所へ避難する市民数 

断水による仮設トイレ必要人数＝ 

｛水洗化人口－避難者数×（水洗化人口／総人口）｝×上水道支障率×1／2 
 

・水洗化人口  ：平常時に水洗トイレを使用する市民数 

（下水道人口、浄化槽人口） 
 

・総人口    ：水洗化人口＋非水洗化人口 
 
・上水道支障率 ：地震による上水道の被害率 
 
・1／2     ：断水により仮設トイレを利用する市民は、上水道が支障する世帯のうち約 

1／2の市民と仮定。 

 

② 非水洗化区域し尿収集人口＝ 

汲取人口－避難者数×（汲取人口／総人口） 

・汲 取 人 口 ：計画収集人口 
 

③ 1人1日平均排出量＝1.7ℓ／人・日 

 

し尿収集必要量(k ℓ/日) ③仮設トイレ必要設置数(基) 

地震発生 
直  後 

地震発生 
１週間後 

地震発生 
１か月後 

①通常時 
(参考値) 

地震発生 
直  後 

地震発生 
１週間後 

地震発生 
１か月後 

31.1 33.3 31.1 1.6 220 237 221 
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① 通常時のし尿収集必要量＝汲取人口×1人 1日平均排出量 
 
② 仮設トイレ設置目安＝ 

仮設トイレの容量／し尿の 1人 1日平均排出量／収集計画 
 

・仮設トイレの平均的容量 ： 400ℓ／基 
・し尿の１人１日平均排出量： 1.7ℓ／人・日 
・収集計画        ： 3日に1回の収集とした場合、400（ℓ／基）÷1.7 

（ℓ／人・日）÷3（日）≒80（人／基）となる。 
 
③仮設トイレ必要設置数（基）＝ 

仮設トイレ必要人数（人）／仮設トイレ設置目安（人／基） 
 
 出典：「千葉県災害廃棄物処理計画」 
 

【推計に用いた数値】 

〇地震発生直後の場合 

避難者数 

断水による

仮設トイレ

必要人数 

水洗化人口 総人口 断水率 
仮設トイレ

必要人数 

2,788 人 14,835 人 48,608 人 49,291 人 64.7％ 17,623 人 

 

非水洗化区域し尿収集人口 汲取人口 震災時し尿収集必要人口 

645 人 683 人 18,268 人 

 

〇地震発生から１週間後の場合 

避難者数 

断水による

仮設トイレ

必要人数 

水洗化人口 総人口 断水率 
仮設トイレ

必要人数 

4,740 人 14,213 人 48,608 人 49,291 人 64.7％ 18,953 人 

 

非水洗化区域し尿収集人口 汲取人口 震災時し尿収集必要人口 

617 人 683 人 19,570 人 

 

〇地震発生から１か月後の場合 

避難者数 

断水による

仮設トイレ

必要人数 

水洗化人口 総人口 断水率 
仮設トイレ

必要人数 

2,866 人 14,810 人 48,608 人 49,291 人 64.7 人 17,676 人 

 

非水洗化区域し尿収集人口 汲取人口 震災時し尿収集必要人口 

643 人 683 人 18,319 人 

※避難者数 ：富里市地域防災計画 

※総人口  ：市民基本台帳人口（令和 5年３月末日現在） 

※水洗化人口：令和 5年度公共施設状況調査(令和 5年３月末日現在) 

※断水率  ：富里市地域防災計画 

※汲取り人口：令和 5年度公共施設状況調査 
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 (３) 収集運搬 

 避難所等に設置された仮設トイレからのし尿は、それぞれ平常時の収集許可業者

に収集を委託する。 

平常時のし尿収集世帯からの収集は、平常時の頻度を継続する。 

し尿収集運搬車両必要台数の推計式は次のとおりとする。 

 

●必要し尿収集運搬台数（台）＝①33.3ｋℓ×②3日÷③3.4ｋℓ×3 日≒10台 

 

①地震発生後一日最大し尿収集必要量：地震発生１週間後 

②収集計画：3日に1回の収集 

③し尿収集運搬車両平均積載量：下表 

 

平常時し尿収集運搬車両の通常時稼働台数  令和3年3月現在 

車  種 積載量（kℓ） 許可業者台数（台） 

バキューム車 

3.0 4 

3.7 1 

4.0 2 

合  計 23.7 7 

平  均 3.4 ― 

  

必要し尿収集運搬台数 10台に対し、一般廃棄物収集運搬許可業者が保有する収集車両は計 7

台であり、不足台数は 3 台となる。不足台数については、災害時応援協定に基づき、関係機関

に応援を要請し確保する。 

 

(４) 処理・処分 

収集したし尿の処理については、佐倉市にある 4市 1町で組織する印旛衛生施設

管理組合汚泥再生処理センターへ搬入する。 

地震発生後は、印旛衛生施設管理組合施設の損壊の有無や、処理能力が不足する

等の支障の有無を確認する。  

地震による破損等により印旛衛生管理組合で処理が行えない場合や処理能力が

不足する場合は、下水道マンホール投入を行う。このため、上下水道課と事前に調

整を行い、投入マンホールの確保を図る。 
 

印旛衛生施設管理組合汚泥再生処理センター 

処理方法：高負荷脱窒素処理方式＋高度処理 

処理能力：195kℓ／日(生し尿 43kℓ、浄化槽汚泥 152kℓ) 
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２ 避難所ごみ 
(１) 基本的な事項 

災害発生時においても生活ごみは、平常時と同程度の発生量であるが、ごみ組成

は変化する傾向がある。また、災害時の生活ごみは避難所から多量に発生するため、

平常時の収集運搬ルートとは異なる。 

このため、平常時から、避難所から排出される廃棄物の保管場所・方法、収集運

搬ルートを検討し、収集運搬計画を定めておく。 

また、委託業者が収集を実施できなくなった場合の対策についても、平時に収集

運搬計画等で定めておく。 

避難所で発生する廃棄物を図表 2-4-2 に示す。 

図表 2-4-2 避難所で発生する廃棄物 

種類 発生源 管理方法 

腐敗性廃棄物（生ごみ） 残飯等 ハエ等の害虫の発生が懸念される。袋

に入れて分別保管し、早急に処理を行

う。処理事例として近隣農家や酪農家

等により堆肥化を行った例もある。 

段ボール、紙類 食料の梱包 救援物資の増加とともに増加する。分

別して保管する。新聞等も分別する。 

ビニール袋、プラスチック類 食料・水の容器包装等 袋に入れて分別保管する。 

し尿 携帯トイレ 
仮設トイレ 

携帯トイレを使用する。ポリマーで固

められた尿は衛生的な保管が可能だ

が、感染や臭気の面でもできる限り密

閉する管理が必要である。 

感染性廃棄物（注射針、血の

付着したガーゼ） 
 保管のための専用容器の安全な設置

及び管理・収集方法にかかる医療行

為との調整（回収方法、処理方法等） 

  出典：「災害廃棄物対策指針」（環境省）に加筆 

 

(２) 避難所ごみ及び生活ごみの発生量 

  避難所ごみは避難者数にごみ発生原単位を乗じて推計する。避難所ごみの推計方 

法を以下に示す。 

また、本計画における被害想定をもとに、避難所ごみの発生量を試算した結果を 

図表 2-4-3 に示す。 
 

〇避難所ごみの発生量＝避難者数（人）×発生源単位（g／人・日） 
 

 【前提条件】 

  ・在宅世帯以外に避難所からの増加分が加わる。 

  ・避難者数に原単位を乗じて避難所ごみの発生量を推計する。 

  ・原単位は、収集実績に基づき設定する。 

  出典：「災害廃棄物対策指針」（環境省）資料編技術資料（技 14-3）に加筆 
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図表 2-4-3 避難所ごみ発生量の試算 

想定災害 
避難所避難者数

（人） 
発生原単位 

（g／日・人） 
避難所ごみ 
（t／日） 

富里市直下型地震 
（Mw6.8） 

2,788 660.0 1.8 

  ※避難者数は「富里市防災アセスメント調査」の避難所避難者数（直後）の人数 

※発生原単位は生活系ごみ排出量の平成 29 年度実績値 

 

(３) 収集運搬 

災害の地域別の被害状況により、「通常の排出・収集が可能な場合（地域）」と「道

路の不通により収集が不可能若しくは渋滞等により収集効率が低下する場合（地

域）」が想定されることから、必要に応じて、地域別に排出場所と排出日時を変更、

指定する等の対策について検討する。また、収集体制が整わず、収集しきれない生

活ごみ（生ごみを除く）について、期間を定めて各家庭で保管するなどの対策を検

討する。 

なお、日吉台地区の真空ゴミ輸送施設が停止した場合は、日吉台共有施設管理組

合との協定に基づき可燃ごみを収集することとなっているが、被害状況に応じて収

集体制等を検討する。 

 

(４) 処理・処分 

 生活ごみの仮置きは行わず、原則として成田富里いずみ清掃工場において速やか

に処理・処分を行う。ただし、成田富里いずみ清掃工場が被害を受けて稼働不可能

な場合や処理能力が不足する場合は、他の市町村、業界団体への支援要請について

も検討する。 

焼却処理に当たって、ごみ質の変化（容器包装の増加による発熱量の上昇）によ

るクリンカ付着について留意する。 

解体がれきを受け入れる中間処理施設等についてはその搬入車両による混雑が

予想されるため、一般ごみの搬入車両の動線を出入口も含めて検討する。 

※クリンカ付着とは、ごみの中のガラス分、プラスチック分、アルミ分などが高温で焼却さ 

れて溶け出し、空気の対流で焼却炉の壁面に付着した塊のこと。燃焼効率を阻害するため 

除去作業が必要となる。 
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第３章 災害廃棄物の処理（初動期から復旧・復興期まで） 

第１節 発災直後（初動期）からの対応 
 

１ 発災後の業務の流れ 
(１) 発災後の時期区分 

  時期区分は、初動期は発災から数日間、応急対応期は 3か月程度、復旧・復興期

は目標期間である 3 年程度までとする。（図表 3-1-1） 

図表 3-1-1 発災後の時期区分と特徴 

時期区分 時期区分の特徴 時間の目安 

初動期 
・人命救助が優先される時期 

（体制整備、被害状況の確認、必要資機材の確保等を行う） 発災後数日間 

応急対応期 

・避難所生活が本格化する時期 

（主に優先的な処理が必要な災害廃棄物を処理する期間） 

・人や物の流れが回復する時期 

（災害廃棄物の本格的な処理に向けた準備を行う期間） 

～3月程度 

復旧・復興期 

・避難所生活が終了する時期 

（一般廃棄物処理の通常業務化が進み、災害廃棄物の本

格的な処理の期間） 
～3年程度 

  ※時間の目安は災害規模や内容によって異なる（東日本大震災クラスの場合を想定）。 

  出典：「災害廃棄物対策指針」（環境省） 
 

ア 初動期（発災後数日間） 

   初動期は、被害状況の全貌が明らかとなっていないため、人命救助、被災者 

の健康確保を優先的に行う必要がある。また、道路上の災害廃棄物の撤去や仮 

設トイレの設置など緊急性の高い作業から順に行う必要がある。 

   これらの対応と併せて、以下の事項について速やかに開始する時期である。 
 

 組織体制及び協力・支援体制の構築 
 

 生活ごみ、避難所ごみ及びし尿の処理の検討 
 

 被害の状況等の情報収集 
 

 災害廃棄物の撤去など初動期における必要な予算の確保 
 

 各種相談窓口の設置 
 

 市民等への啓発・広報 

 

   水害時は、大雨等の予報が出された段階で、早期に水害廃棄物への対応体制を 

準備するとともに、防災課と協力して、市民等に対して浸水しないよう予防策を 

講じることを呼びかけ、水害廃棄物の発生を最少化するよう努める。 
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 イ 応急対応期（おおむね、発災後 3か月まで） 

   応急対応期は、災害廃棄物の本格的な処理に向けた、以下の準備を行う時期で 

ある。 
 

 災害廃棄物処理実行計画の策定 
 

 災害廃棄物の処理 
        

 処理事業費の管理 
 

 ウ 復旧・復興期（おおむね、発災後 3か月以降 3年まで） 

   復旧・復興期は、地域環境の保全を図るため、災害の種類、態様、被害の状 

況、環境汚染の状況等を総合的に勘案しつつ、必要に応じ、次の事項を含む復 

旧・復興対策を講じる時期である。 
 

 災害廃棄物等の処理に係る広域にわたる処理計画の総合調整 
 

 仮設処理施設の必要規模の算定 
           

 災害廃棄物処理事業に係る国庫補助の活用 
       

   また、環境保全への配慮が重要であることから、被災した事業所の再稼働 

時に有害物質等の発生や排出又は油等の漏出による汚染等の被害が発生しない 

よう適切な措置を講じるとともに、災害廃棄物等による環境汚染の未然防止の 

ための必要な措置を講じるよう努める。 

   その際、石綿対策については、周辺環境への影響を最小限にする観点から、 

関係機関と調整する。 

 

(２) 業務の流れ 

初動期から復旧・復興期まで切れ目のない対策が必要となるため、発災後の時期 

や処理の進捗状況に応じて、災害廃棄物の処理に関する業務を行う。 

  これらを円滑に行うためにも、あらかじめ検討した作業ごとに必要な人員を含 

めた組織体制を構築する。また、道路障害物の撤去、家屋等の解体・撤去、仮置場 

の整備や返却など、長期にわたり土木・建築職などの配置が必要となることから、 

人員を用意出来ない場合は、関係機関へ応援を求める。 

 

(３) 県への調整依頼事項 

以下の場合の要請は、県へ調整を依頼する。 
 

 「災害時における千葉県内市町村間の相互応援に関する基本協定」第 

3 条第 2項に基づく、複数の市町村の長に同時に応援を要請する場合 
 

 県の協定締結団体の協力を要請する場合 
 

 D.Waste-Net の協力を要請する場合  
※D.Waste-Net は、（研究・専門機関）・（一般廃棄物関係団体）・（建設業関係団体）・（輸送等 

関係団体）の協力のもと環境省が事務局となって運営  

 県外にて広域処理を行う場合 
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図表 3-1-2 発災後の業務の流れ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：「市町村向け災害廃棄物処理行政事務の手引き」（環境省東北地方環境事務所）を参考に作成 

  

支払 

請求 

県が処理事務を受託する場合 

県の業務の流れ 
平

時 
県災害廃棄物処理計画 

発  災 

市町村の業務の流れ 

市町村災害廃棄物処理計画 

○全体的被害状況の把握 
○災害対策本部会議の情報収集 

・廃棄物処理施設の被災状況 
報告 

仮置場開設要否の検討 

緊急対応の実施（道路啓開等） 

・災害時応援協定に基づく要請 

・県他部局との連絡調整 

・国との連絡調整 

報告 
生活ごみ・し尿収集体制・収集業者の被害把握 

要請 

助言 

支援 
生活ごみ・し尿収集体制の確立 

各種契約締結・業務履行 

災害廃棄物の収集運搬に関する検討・協議・決定 
助言 

支援 

仮置場開設（緊急分） 

災害廃棄物の粗選別 

災害廃棄物の処理方針の検討 

（域内・広域処理、事務委託） 

整合 

県民への広報 

※仮設施設利用 

・設計、法特例 

・届出、設置 

・運用、管理 

復

旧

・

復

興

期 

中間処理・再生処理・最終処分 

初

動

期 

応

急

対

応

期 

処理フロー・実行計画の策定 

災害報告書作成 
・進捗管理 

・支援体制の見直し 

・実行計画の見直し 
・支援体制の見直し 

・実行計画の見直し 

補正予算編成の検討開

始 

整合 

整合 
・進捗管理 

査定準備・実施 事務委託をした市町村へ 

処理経費の請求 

県へ事務委託した場合 

処理経費の支払い 
補助金支払い 

※点線枠内は県が事務委託を受けた場合のフロー 

災害廃棄物発生量の推計 

事務委託範囲の協議 

事務委託実施体制の整備 

処理フロー・実行計画の策定 

中間処理・再生処理・最終処分 

損壊家屋等の解体撤去 

市町村で処理が可能な場合 

仮置場開設 

仮置場運用・管理 

市民への広報 

各種契約締結・業務履行 

補助金導入に係る県・ 

環境省と協議・調整 

・一般廃棄物処理施設の被害 

処理先の確保 

【既存施設】【仮設施設】 

災害廃棄物発生量の推計 
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２ 組織体制 
(１) 災害対応における各主体の行動 

  各主体は、発災後の時期や廃棄物処理の進捗状況に応じて、役割が変わるため、 

図表 3-1-3 に示す役割を視野に入れ切れ目のない対応に努める。 

  特に、初動期における、本市、県、国及び民間事業者の体制の構築、支援の実施 

や連絡体制の整備が重要となることから、その流れを図表 3-1-4 に示す。 

図表 3-1-3 大規模災害発災後における各主体の役割分担 

主
体 

区
分 

初動期 応急対応期 復旧・復興期 

市 

被
災
時
の 

組
織
整
備
等 

・専門チームの立ち上げ 

・責任者の決定、指揮命令

系統の確立 

・組織内部・外部との連絡

手段の確保 

・事業者や県と連携した体制

の整備 

・事務委託の検討 

・組織体制や役割分担の見直

し 

廃
棄
物
処
理 

・被害状況把握、県への報告 

・関係団体等への協力・支援

要請 

・仮設トイレの設置、し尿等

回収の手配 

・予算の確保 

・仮置場の設置、運営、管理 

・県及び隣接市町村、関係

団体への支援要請 

・処理事業費の管理 

・実行計画の策定 

・災害廃棄物の仮置場の

設置、運営、管理 

・災害廃棄物処理の進捗管理 

・実行計画の実施 

・復旧・復興計画と合わせた

処理・再資源化 

・関係団体等への支援要請 

・災害廃棄物処理の進捗管理 

・国庫補助金関係事務 

県 

被
災
時
の 

組
織
整
備
等 

・被災市町村との連絡手段の

確保 

・災害に対応した組織体制の

立上げ 

・広域的な協力体制の確保、

周辺市町村・関係省庁・民

間事業者との連絡調整 

・国や県内市町村、事業者と

連携した体制整備 

・事務委託受入れの検討 

・組織体制や役割分担の見直

し 

廃
棄
物
処
理 

・被害情報の収集 

・被災市町村の支援ニーズの

把握、国への報告 

・収集運搬・処理体制に関す

る支援・助言 

・被災市町村の仮置場設置

状況の把握 

・災害廃棄物処理対策協議会

の設置 

・被災市町村の情報収集、

支援要請 

・実行計画の検討支援 

・国庫補助金関係事務の

助言、支援 

・災害廃棄物処理の進捗管理 

（事務委託を受けた場合） 

・実行計画の策定 

・事務委託内容に応じ、二次

仮置場設置・運営業務発注 

・被災市町村の情報収集、

支援要請 

・災害廃棄物処理の進捗管理 

・県による復旧・復興等 

（事務委託を受けた場合） 

・実行計画の実施 

・事務委託内容に応じ、二次

仮置場での処理、再生利用 

・二次仮置場を設置した

場合、原状回復、返還 

国 

全
般 

・組織体制の整備 

・県からの情報確認、支援

ニーズの把握 

・緊急派遣チームの現地派遣 

・支援チームの立上げ（関東

ブロック協議会） 

・災害廃棄物処理対策協議会

の設置 

・広域的な協力体制の整備 

・国際機関との調整 

・法令、制度の運用 

・県からの情報確認、支援

ニーズの把握 

・大規模災害の場合、災害

廃棄物処理指針策定 

・大規模災害の場合、要件に

応じて、処理の代行 

 

・県からの情報確認、支援

ニーズの把握 

  出典：「災害廃棄物対策指針」（環境省）に加筆  
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図表 3-1-4 体制の構築・支援の実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  出典：「災害廃棄物対策指針」（環境省）に加筆 

 

(２) 本市の組織体制・指揮命令系統 

  富里市地域防災計画で定めた体制が基本となる。環境班の下に「災害廃棄物処理

チーム」を編成する。災害廃棄物処理チームが初動段階から円滑に業務を遂行でき

るよう、役割分担、対応ルール等を事前に定めておく。 

災害廃棄物処理体制を図表 3-1-5 に示す。 

図表 3-1-5 災害廃棄物処理体制 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

主体

支援
地方公共団体

民間事業者

初動期

被災市町村

千葉県
（被災都道府県）

国

組織内部及び外部との連絡手段の確保

専門チームの立上げ

責任者の決定、指揮命令系統の確立
被害状況の把握、被害状況

の千葉県への連絡

被害情報の収集、被災市町

村支援ニーズの把握、国へ

の連絡

関係団体等への協力・支援

要請

被災市町村との連絡手段の確保

組織体制の整備

広域的な協力体制の確保、

周辺市町村・関係省庁・

民間事業者との連絡調整

収集運搬・処理体制を整備

するための支援・指導・助言

組織体制の整備 被災都道府県からの情報

確認、支援ニーズの把握

緊急支援チームの現地派遣

災害廃棄物処理対策協議会の設置

広域的な協力体制の整備

国際機関との調整

財政支援の検討

被災地との連絡手段の確保

被災地との連絡手段の確保 被害情報の収集、被災地の

支援ニーズの把握

被災市町村の支援ニーズ

の把握

協力・支援体制の整備

支援の実施（人的支援・物的支援）

協定に基づく災害廃棄物の収集運搬・処理

（人的支援・物的支援）

国 

千葉県 

近隣自治体 

一部事務組合 

廃棄物対策 

アドバイザー 

調整 

専門家 

（D．Waste－Net 等） 

総務（調整・経理担当） 

廃棄物担当部署のリーダー 

ごみ処理 

解体撤去 

仮置場 

し尿処理 

処理担当 
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  ※組織体制は、災害の規模や時間の経過によって変化する。また、大規模地震等により損壊家屋等を本市が

解体する場合は、更に多くの人員が必要となることがある。 

  ※D.Waste-Net については、県を通じて協力を要請する。 

  出典：「県市町村災害廃棄物処理マニュアル策定ガイドライン」（H30 年 8 月）を参考に作成 

 

３ 情報収集・連絡 
災害廃棄物等の円滑で迅速な処理を行う観点から、災害が発生した直後から、廃棄 

物処理施設の被害状況、災害廃棄物等の発生量等について、情報収集を行う。 

発災後に収集する主な情報内容を図表 3-1-6 に示す。 
 

 環境課においては廃棄物処理施設の被害状況、災害廃棄物等の発生量等 

について、情報収集を行うとともに、それぞれの災害対策本部に情報を 

報告する。 
 

 県等の外部組織との連絡手段を確保するとともに、連絡窓口を決定する。 

また所管施設、被災現場で情報収集する職員等との連絡手段を確保する。 
       

 人命救助を優先しつつ、優先順位をつけて情報収集し、県へ連絡する。 
 

 隣接する市町の被災状況を把握するよう努める。特に成田富里いずみ清 

掃工場及び印旛衛生施設管理組合の被災状況、構成市町と相互に被災に 

関する情報を共有し、生活ごみ、し尿及び災害廃棄物処理の方針を早急 

に協議する。 

図表 3-1-6 発災後に収集する主な情報 

区分 把握する情報 情報源・提供者 

被災状況 ・職員と平常時の委託業者職員の安否情

報、参集（見込）状況 

・ライフラインの被害状況 

災害対策本部 

関係各部・課 

都市建設部 

・避難箇所数と避難人員の数及び仮設トイ

レの必要数 

・庁舎及び一般廃棄物処理施設（ごみ処理

施設、し尿処理施設、最終処分場等）の被

害状況 

・有害廃棄物、腐敗性廃棄物の発生状況 

災害対策本部、総

務部 

企画財政部、健康

福祉部、経済環境

部、成田市、印旛衛

生施設管理組合、

収集運搬委託業者 

・産業廃棄物処理施設（ごみ処理施設、最終

処分場等）の被害状況 

一社）千葉県産業

資源循環協会 

収集運搬体制に関する情報 ・道路情報（通行止めや橋梁・隧道等の被害

状況） 

 

・収集運搬車両・機材の被害状況 

災害対策本部、都

市建設部、経済環

境部 

収集運搬委託業者 

災害廃棄物発生量を推計す

るための情報（現状を視察

のうえ確認する） 

・全半壊の建物数と解体・撤去を要する建

物数 

・水害の浸水範囲（床上、床下戸数） 

災害対策本部 

都市建設部 

  出典：「災害廃棄物対策指針」（環境省）に加筆  



第３章 災害廃棄物の処理（初動機から復旧・復興まで） 

 

54 

 

４ 協力・支援体制 
(１) 本市と県の協力体制 

災害による被害状況及び災害廃棄物発生量について、随時県と情報共有するとと 

もに、災害廃棄物処理や補助金の活用等について、助言・支援を要請する。 

  また、本市の行政機能が喪失した場合などに、地方自治法の規定に基づき、県 

へ災害廃棄物処理の事務を委託できる。この場合、事務委託の範囲は県と協議と 

なるが、一次仮置場の設置・管理までは本市が作業を行う。 

 

(２) 自衛隊・警察・消防との連携 

  自衛隊・警察・消防等と連携して、災害廃棄物の撤去や倒壊した建物の解体・撤 

去を行う。特に初動期においては、人命救助の要素も含まれるため丁寧に行う。 

  また、放置車両等により道路が遮断されていることも想定されるため、自衛隊・ 

警察・消防等に収集運搬ルートを示し、協力が得られる体制を確保する。 

  さらに、災害廃棄物等を撤去する際に、有害物質や危険物が混在する可能性があ 

るため、その旨を自衛隊・警察・消防等へ伝えるとともに安全確保に努め、関係者 

へ有害物質の保管場所を周知し、優先的な回収・処理を心掛け、二次災害の防止に 

努める。 

※自衛隊との調整については、富里市地域防災計画に基づき実施する。 

 

(３) 民間事業者等との連携 

  発災直後の道路啓開や、復旧・復興期における家屋の解体等に当たっては、民 

間事業者の協力が不可欠であるため、協定の有無にかかわらず関係団体等との情報 

共有と協力体制の構築を図る。 

 

(４) 受援に係る事項 

  災害廃棄物処理における受援については、支援が必要な場所、必要人数及び資 

機材の必要数量等の正確な情報を把握する。また、支援者に対し、具体的支援内容 

と組織体制を明確に伝える。 

 特に、生活ごみ等や災害廃棄物の収集運搬では、収集方法等について綿密に打 

合せを行う必要がある。 
 

ア 国や専門家チーム、他自治体からの応援職員の派遣 

   プッシュ型での支援を想定し、受援体制を整えておく必要がある。 

   国や専門家チーム、他自治体からの主な支援内容を図表 3-1-7 に示す。 

   ※プッシュ型支援とは、被害の全容把握、被災自治体からの具体的な要請を待たないで、 

災害発生後直ちに実施される支援。 
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図表 3-1-7 国や専門家チーム、他自治体からの主な支援内容 

支援主体 主な支援内容 

D.Waste 

-Net 

【研究・専門機関】 

・処理体制の構築、生活ごみ等や片付けゴミの排出・分別方法の周知、片付けゴミ等

の初期推計量に応じた一次仮置場の確保・管理運営・悪臭・害虫対策、処理困難物

対策等に関する現地支援等 

・被災状況等の情報及び災害廃棄物量の推計、災害廃棄物処理実行計画の策定、被災

自治体による二次仮置場及び中間処理・最終処分先の確保に対する技術支援等 

【一般廃棄物関係団体】 

・ごみ収集車等や作業員を派遣し、生活ごみやし尿、避難所ごみ、片付けごみの収集 

【廃棄物処理関係団体、建設関係団体、輸送関係団体等】 

・災害廃棄物処理の管理・運営体制の構築、災害廃棄物の広域処理の実施スキーム 

の構築、処理施設での受け入れ調整等 

他自治体 

（都道府県、 

市町村） 

・生活ごみ、避難所ごみ、し尿の収集運搬・処分 

・災害廃棄物（片付けごみ）の収集運搬・処分 

・仮置場の受付・管理 

・損壊家屋の解体工事受付 

・組織体制、財源確保、処理実行計画策定、公費解体、二次仮置場の整備等 

  出典：「災害廃棄物対策指針」（環境省）及び「D.Waste-Net（環境省 HP）」を参考に作成 
 

イ 県内市町村の相互支援 

   自ら災害廃棄物の処理を行うことが困難な場合は、県内の他の市町村に応援を

要請する。対象業務は、本市が行うごみ及びし尿（災害廃棄物を含む）の収集運

搬並びに一般廃棄物処理施設において行うごみ処理及びし尿処理業務である。た

だし、埋立てによる最終処分は原則として除外する。 

   県内市町村の相互支援のフローを図表 3-1-8 で示す。 

図表 3-1-8 県内市町村の相互支援に係る手続きフロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   ※「災害時における千葉県内市町村間の相互応援に関する基本協定」 

個別に市町村の長に 

応援を要請する場合 

被災市町村 

①電話等に 

 より応援 

 要請 

③（後日） 

 要請文書 

 提出 

②支援 

の実施 

その他の市町村 

【応援要請の手続き※】 

(1) 被害の状況 

(2) 応援の種類 

(3) 応援の具体的な内容及び必要量 

(4) 応援を希望する期間 

(5) 応援場所及び応援場所への経路 

(6) 前各号に掲げるもののほか必要な事項 

①電話等に 

 より応援 

 要請 ③支援 

の実施 

県 
④（後日） 

 要請文書 

 提出 

同時に複数の市町村の長 

に応援を要請する場合 

被災市町村 

②要請内容 

 伝達 

③支援の 

 可否 

その他の市町村 
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ウ 民間事業者（協定締結団体）による支援 

   災害廃棄物の撤去、収集・運搬、処分等について、自ら実施することが困難な

場合は、県に対し民間事業者の協力を要請することができる。 

協定団体との協力体制を図表 3-1-9 に示す。 

 図表 3-1-9 協定締結団体との協力体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 各種相談窓口の設置等 
 被災者相談窓口を速やかに開設するとともに、平常時に検討した方法に従い相談情 

報を管理する。 

 各種窓口の設置に当たっては、以下に留意する。 
      

 被災者から自動車などの所有物や思い出の品・貴重品に関する問合せや、 

発災直後であっても建物解体・撤去や基礎撤去の要望等が寄せられる

ことから、対処方針を決定し対応する。 
 

 事業所などの建物解体・撤去に関する相談が寄せられることが想定さ 

れるため、発災後に環境省の通知を確認の上、対処方針を決定し、対応

する。 
 

 有害物質（石綿含有建材の使用有無など）の情報や生活環境への要望等 

が寄せられることから、関係機関と連携し、対応する。 
 

 対応する職員によって提供する情報や用語に齟齬がないように、被災状 

況に合わせて、事前に想定した Q&A 集などを改定し、情報の一元化を図 

る。 

【支援要請の手続①、②】 
(1) 被害状況 
(2) 支援等を行う地域 
(3) 支援等の具体的内容 
(4) 仮置場の位置及び面積

※
 

(5) 支援等を行う期間 
(6) その他 

※仮置場は原則として本市で確保する。必要に応じて県が調整を行う。 

千葉県循環型社会推進課 

協定締結団体 

⑥契約締結 

③指示・要請 
⑦支 援 

文書により難い

場合は口頭。 
後日文書送付 

①協力要請 

発災直後に意向確認 

④協力可能な会員情報の報告 

   ⑧協定に係る協力実施報告書 

②協力要請 

県内被災状況・復旧状

況等の必要な情報提供 

⑨処理費用支払 

協力会員 

富里市 

【処理費用の支払⑨】 
(1) 災害廃棄物の処理等に関する協定 
 ・一社）千葉県産業資源循環協会と協議の上決定 
(2) 被災建物の解体撤去等に関する協定 
 ・千葉県解体工事業協同組合と協議の上決定 
(3) し尿及び浄化槽汚泥の収集運搬に関する協定 
 ・支援協力は無償 

⑤協力可能な会員情報の情報 
連絡・調整 
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 窓口に訪日外国人や在住外国人が来庁することを想定し、関係各部・課 

と連携する等、窓口対応を実施する。また、平常時から外国人支援の 

ために協力している、国際交流協会、NPO・ボランティア団体、通訳ボ 

ランティア（個人）などに依頼し、迅速な情報伝達に努める。 

 

６ 市民等への啓発・広報 
 発災後速やかに、平常時に検討した啓発・広報方法により、市民等に情報提供を行

う。 

 なお、災害廃棄物の処理に当たって市民等へ伝達・発信すべき情報は、対応時期に 

よって異なるため、時期に応じた適正な情報の伝達等を行い、市民等の混乱を防ぎ、

迅速に対応する時期に応じた適正な情報の伝達等の内容を図表 3-1-10 に示す。 

 便乗ごみや不法投棄等を防ぐため、不法投棄等の状況を踏まえた監視や広報の強化 

地域を設定する。なお、広報内容等については、（P36、第 2 章第 2節 1(19)ア）に記

載した。 

図表 3-1-10 時期に応じた適正な情報の伝達・発信内容 

時期 伝達事項 

平常時 災害廃棄物を適正に処理する上での、市民や事業者の理解を醸成する。 

初動期、 

応急対応期 

優先して伝達すべき情報（被害状況や余震、安否確認、避難所や救援物質支給）

の周知を阻害することや、多種の情報を提供し、混乱を招かないように配慮し、

緊急性を要する情報から順に広報を行う。 

復旧・復興期 
被災者への情報が不足することでの不安が想定されることから、災害廃棄物処

理の進捗や、復旧・復興に向けた作業の状況等を周知する。 

  出典：「災害廃棄物対策指針」（環境省）に加筆 

 

７ 生活ごみ・し尿処理 
 生活ごみ、避難所ごみやし尿の処理は、公衆衛生及び生活環境の保全の観点から継

続的かつ確実に実施されることが極めて重要であり、発災後直ちに生じる業務である。 

災害廃棄物を除く生活ごみ及びし尿の処理を図表 3-1-11 に示す。 
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図表 3-1-11 災害廃棄物を除く生活ごみ及びし尿の処理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  出典：「災害廃棄物対策指針」（環境省）に加筆 

 

(１) 一般廃棄物処理施設の安全性の確認及び補修 

大規模災害時においては、地震などによって稼働不能となる場合がある。 

  平常時に整備したマニュアル等に従い、被害状況等の把握や安全性の確認を行 

うため、発災後速やかに点検を実施する。点検の結果、補修が必要な場合は、プラ 

ントメーカー等との協力体制に基づき、必要資機材を確保し復旧を行う。また、 

施設の復旧作業と併せて、生活ごみを処理するために他の施設を確保する。 

  ※被災した廃棄物処理施設について、被災市町村が実施する復旧事業は国庫補助の対象に 

なる。補助金の交付までの間は、当面の予算を確保する必要がある。 

 

(２) 生活ごみ・避難所ごみ 

 図表 3-1-12 の留意事項を勘案して、避難所ごみの計画的な収集運搬・処 

理を行う。 
 

 避難所ごみを含む生活ごみは、仮置場に搬入せず既存の施設で処理を行 

う。 
 

 避難所等の生活ごみについて、生活環境の保全の観点から、発災後 3 

～4 日後（特に、夏季は早期の取組が必要）には収集運搬・処理を開始

する。  

主体 応急対応期（前半） 応急対応期（後半）区分 復旧・復興期

市

一
般
廃
棄
物
処
理
（

災
害
廃
棄
物
を
除
く
）

避難所ごみ等
生活ごみ

仮設トイレ等
し尿

初動期

仮設トイレ（簡易トイレを含む）、消臭剤や脱臭剤等の確保

仮設トイレの設置

し尿の受入施設の確保（設置翌日からし尿収集運搬開始：処理、保管先の確保）

仮設トイレの管理、し尿の収集・処理

仮設トイレの使用方法、維持管理方法等の利用者への指導

（衛生的な使用状況の確保）

避 難 所 の 閉 鎖 、

下水道の復旧等に

伴い撤去

ごみ焼却施設等の被害状況の把握、

安全性の確認

稼働可能炉等の運転、災害廃棄物緊急処理受入

補修・再稼働の実施

避難所ごみ等生活ごみの保管場所の確保

収集運搬・処理体制の確保

処理施設の稼働状況に合わせた分別区分の決定

収集運搬・処理の実施・残渣の最終処分

感染性廃棄物への対策

補修体制の整備、必要資機材の確保
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 避難所において、廃棄物の腐敗に伴うハエなど害虫の発生や、生活環境 

悪化に伴う感染症の発生及びまん延が懸念されることから、害虫等の発

生防止活動や駆除活動を行う。 
 

 復旧・復興期には、避難所の閉鎖に合わせ、応急仮設住宅からのごみ対 

策も含めて平常時の処理体制へ移行する。 

図表 3-1-12 発災後の避難所ごみの収集運搬・処理に係る留意事項 

区分 留意事項 

全般 

・ガス供給が停止した場合、カセットコンロの使用が増えるため、作業に当たっ

てはカセットボンベによる発火事故に注意する。 

・断水が続いている場合、弁当がらやカップ麺等の食品容器やペットボトル等の

飲料容器が大量に発生することに留意する｡ 

収集・運搬 
・避難所ごみの一時的な保管場所の確保（焼却等の処理前に保管が必要な場合） 

・支援市町村からの応援を含めた収集運搬・処理体制の確保 

衛生管理 

・害虫等の発生状況や課題の把握等 

・害虫等の駆除活動（専門機関に相談の上で、殺虫剤や消石灰、消臭剤・脱臭剤

等の散布を行う。） 

  出典：「災害廃棄物対策指針」（環境省）を参考に作成 

 

(３) 仮設トイレ等し尿処理 

ア 発災後の業務 

   発災後の仮設トイレ等し尿などの処理業務の基本的な流れを図表3-1-13に示す。 

避難所の開設に係る情報を入手し、避難者の生活に支障が生じないよう必要な 

数の仮設トイレ（簡易トイレ、消臭剤、脱臭剤等を含む）を確保し設置する。

なお、仮設トイレの設置依頼について、災害対策本部と環境班のどちらが行 

うかは、平常時に定めた業務分担に基づき行う。 

   また、水没したくみ取り槽や浄化槽を清掃した際に発生するし尿や汚泥は公 

衆衛生の確保のため、速やかに処理し、周辺の清掃、消毒を行う。 
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図表 3-1-13 仮設トイレ等し尿などの処理業務の基本的な流れ 

状況・項目 業務内容 

災
害
発
生
直
後 

状況把握 ・災害の状況把握 

・定期収集の一時停止の判断、収集体制の構築、交通状況把握 

・処理施設の被災状況の把握及び搬入規制 

処理方針の策定 ・情報整理、分析 

・下水道の損害、終末処理場、し尿処理施設の受入可能状況の確認 

・し尿・浄化槽汚泥の発生量の推計 

・避難場所などにおける仮設トイレの設置場所、種類の設定 

・一般ごみとして扱う汚物の排出方法、排出場所などの設定 

・必要な資機材、人員の確保 

・収集方法、収集ルートなどの設定 

・被災地以外の排出方法などの広報 

初
動
期
・
応
急
対
応
期 

処理方針の決定 ・処理施設の復旧 

・収集方法の決定 

・広域的な処理の検討 

・役所内及び市民への周知準備 

仮設トイレの設置 ・市民からの要請受付 

・仮設トイレの必要性の判断 

・仮設トイレの設置 

（地域ごとの必要数、仮設トイレの種類、民間事業者への支援要請

による設置、不足分の調達） 

・設置場所などの周知 

計画的な収集・ 

運搬・処理の実施 

・災害廃棄物処理実行計画に基づき計画的な処理の推進 

・広域的な処理を推進し、処理能力不足の補完 

・支援の受入れ 

・収集・運搬、処理に関する市民への情報提供 

下水道施設の活用 ・上下水道課との連絡調整 

・し尿・浄化槽汚泥の処理の可能性の検討 

・下水道への投入の検討 

復
旧
・
復
興
期 

計画的な収集・ 

運搬・処理の実施 

・計画的な収集・運搬、処理の継続 

・広域的な処理の継続 

・復旧・復興状況による事業の縮小、平常業務体制の確保 

仮設トイレの撤去 ・避難場所、避難所などの状況、仮設トイレの利用状況の確認 

・復旧・復興状況に応じて仮設トイレの撤去 

・仮設トイレ設置場所の原状復帰 

補助金の申請 ・災害廃棄物処理事業費の申請 

・廃棄物処理施設災害復旧費の申請 

  出典：「千葉県災害廃棄物処理マニュアル策定ガイドライン」（平成 25 年 3 月、千葉県）に加筆 
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イ 仮設トイレの対応 

   仮設トイレの設置、管理及び収集・運搬は、図表 3-1-14 の事項等を検討し、 

計画的に行う。 

   仮設トイレは、平常時に備蓄している仮設トイレを優先利用する。不足する場 

合は災害支援協定に基づいて、建設事業者団体やレンタル事業者団体等から協力 

を得る。 

   復旧・復興期は、避難所の閉鎖に合わせ平常時のし尿処理体制へ移行する。閉 

鎖された避難所については、仮設トイレの撤去を行う。 

図表 3-1-14 仮設トイレの設置及び管理等に係る検討事項 

区分 検討内容 

設置 

・避難所個所数と避難者数 

・仮設トイレの種類別の必要数 

・支援市町村等からの応援者、被災者捜索場所、トイレを使用できない被災市民

等を含めた仮設トイレ設置体制の確保 

・用意された仮設トイレの一時保管場所の確保 

管理、収集・

処理 

・仮設トイレの衛生管理に必要な消毒剤、消臭剤等の確保・供給 

・支援市町村等やし尿処理事業者等からの応援を含めたし尿の収集・処理体制の

確保 

・仮設トイレの悪臭や汚れへの対策として、仮設トイレの使用方法、維持管理方

法等について保健所等の担当部署による継続的な指導・啓発 

  出典：「災害廃棄物対策指針」（環境省）を参考に作成 

 

第２節 処理の実施（応急対応期から復旧・復興期）  
 

１ 災害廃棄物処理実行計画の策定 
 災害廃棄物処理を計画的に進めるためには、平常時に検討した災害廃棄物処理計画 

等に基づき、災害廃棄物処理実行計画を策定する必要がある。 

※災害廃棄物処理の基本方針や発生量、処理方法、処理フロー、スケジュール等を示すもの 

であり、処理業務の発注や補助金事務に係る資料として用いることが可能である。 

  ※平常時に、処理実行計画の策定に必要な資料を準備しておくことにより、発災後に、実行 

計画の策定時間を短縮することが可能である。 

 

(１) 災害廃棄物処理実行計画の基本的な考え方 

災害廃棄物処理実行計画は、原則、本市が策定する。 

構成例として図表 3-2-1 を示す。 
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図表 3-2-1 市町村災害廃棄物処理実行計画の構成例 

目 次 

第１章 災害廃棄物処理実行計画策定の趣旨 

   １ 計画の目的 ２ 計画の位置付けと内容 ３ 計画の期間 ４ 計画の見直し 
 

第２章 被害状況と災害廃棄物の量 

   １ 被害の状況 ２ 災害廃棄物の量 
 

第３章 災害廃棄物処理の基本方針 

   １ 基本的な考え方 ２ 処理期間 ３ 処理の推進体制 
 

第４章 災害廃棄物の処理方法 

   １ 被災家屋等の解体 ２ 災害廃棄物の処理フロー ３ 災害廃棄物の集積 

   ４ 災害廃棄物の選別 ５ 災害廃棄物の処理・処分 ６ 広域処理 ７ 進捗管理 

  出典：「熊本市災害廃棄物処理実行計画」（平成 28 年 6 月、熊本市） 

 

(２) 処理実行計画の策定事項 

  災害廃棄物処理実行計画の策定に当たり、以下の事項を整理する。 
 

 災害の概要、処理の基本方針、災害廃棄物の種類、発生量推計値及び処 

理期間などの基本事項。 
 

 収集運搬、処分方法や処理の流れなどの具体的な実施事項。 

 

(３) 処理実行計画の見直し 

  復旧・復興段階では、発災直後に把握できなかった被害の詳細や災害廃棄物 

の処理に当たっての課題等が次第に判明することから、処理の進捗に応じて実行計

画の見直しを行う。 

 

２ 災害廃棄物処理 
(１) 業務の流れ 

災害廃棄物の処理は、関連する業務や進捗状況を見据えながら、初動期から復旧・ 

復興期まで切れ目なく行う必要がある。 

災害廃棄物の処理の流れを図表 3-2-2 に示す。 
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主
体

初動期 応急対応期（前半） 応急対応期（後半） 復旧・復興期

自衛隊等との連携

発生量等
処理スケジュール
処理フロー

収集運搬

仮置場

環境対策、モニタリン
グ、火災対策

解体・撤去

有害廃棄物・
危険物対策

分別・処理・再資源化

最終処分

各種相談窓口の設置
住民等への啓発広報

（

市
町
村
）

災
害
廃
棄
物
処
理

区分

仮置場の確保

自衛隊・警察・消防との連携

処理スケジュールの検討、見直し

処理フローの作成、見直し

収集運搬の実施

仮置場の復旧・返却

火災対策

環境モニタリングの実施

悪臭及び害虫防止策、飛散・漏水防止策

有害廃棄物・危険物への配慮

所在、発生量の把握、処理先の確定、撤去作業の安全確保
ＰＣＢ、トリクロロエチレン、フロンなどの優先的回収

腐敗性廃棄物の優先的処理（腐敗物の処理は１か月以内）

処理施設の
解体・撤去

住民等への啓発・広報

相談受付、相談情報の管理

最終処分の実施

仮置場の必要面積の算定

仮置場の候補地の選定

受入に関する合意形成

仮置場の設置・管理・運営

通行障害となっている災害廃棄物の優先撤去（関係部局との連携）

倒壊の危険のある建物の優先解体（設計、積算、現場管理等を含む）（関係部局との連携）

解体が必要とされる建物の解体（設計、積算、
現場管理等を含む）

被災自動車、船舶等の移動（道路上などは前半時に対応）

廃家電、被災自動車、
廃船泊、漁網等の処理先
の確保及び処理の実施

広域処理する際の輸送
体制の確立

選別・破砕・焼却
処理施設の設置

可能な限り資源化
混合廃棄物、ｺﾝｸﾘｰﾄがら、
木くず、津波堆積物等の
処理

受入に関する合意形成

解体・撤去等、各種相談窓口の設置（立ち上げは初動期が望ましい）

災害廃棄物の発生量・処理可能量の推計

収集運搬体制の確保

図表 3-2-2 災害廃棄物の処理の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  出典：「災害廃棄物対策指針」（環境省）に加筆  
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(２) 発生量、処理可能量、処理見込み量 

  発災後における実行計画の作成、緊急時の処理体制の整備のため、被害状況 

を踏まえて、災害廃棄物の発生量、処理可能量、処理見込量を推計する。 

（P22、第 2 章第 2 節 1(5)参照） 

  発災後、速やかに、建物の被害棟数（全壊、半壊、床上・床下浸水等）や浸水範 

囲について、現地確認や航空写真等により把握し、災害廃棄物等発生量を推計する。 

  ※災害廃棄物発生量の推計は、災害情報、被害情報、発生原単位を適切に更新することに 

より、発災後の時期に応じてその精度を高めて管理する必要がある。災害対応ととも 

に、建物の被害棟数及び解体棟数や浸水範囲が更新され、見かけ（体積）で管理して 

いた仮置場等での災害廃棄物の体積や比重の計測、トラックスケールでの重量管理等に 

より、逐次、災害廃棄物発生量を見直し精度を高める。 

 

(３) 処理スケジュール 

  平常時に検討した処理スケジュールを基にしつつ、職員の被災状況、災害廃棄物 

の発生量、処理可能量等を踏まえ、緊急性の高いものに優先順位をつけて対応 

する。（図表 3-2-3） 

図表 3-2-3 緊急性の高い災害廃棄物に係る業務 

緊急性の高い業務（例） 

○道路障害物の撤去 

○仮設トイレ等のし尿処理 

○倒壊の危険性のある家屋等の解体・撤去 

○有害廃棄物等の対応（腐敗性廃棄物の処理、有害廃棄物・危険物の回収） 

    出典：「災害廃棄物対策指針」（環境省） 

 

  早期に復旧・復興を果たすため、災害廃棄物等の処理期間は、処理の基本方針 

に従い、過去の災害における災害廃棄物の発生量や、処理期間を参考に、処理期 

間は可能な限り短く設定する。なお、大規模災害であっても、災害廃棄物は 3 年 

以内で処理を終了させる。 

  なお、時間経過に伴い、処理施設の復旧や増設、動員可能人員、資機材の確保、 

広域処理の進捗など状況が変化することから、適宜見直しを行い円滑な進行管理 

に努める。 

参考例（平成 28 年熊本地震における処理スケジュール）を図表 3-2-4 に示す。 
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平成29年

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1･････12 1 2 3 4 5

一次仮置場

二次仮置場

平成28年 平成30年

災害廃棄物処理
実行計画

災害廃棄物の撤去

家屋解体
（公費解体）

進捗管理を実施策定

被災現場からの撤去

損壊家屋等解体

既存の処理施設、リサイクル施設及び二次仮置場等へ順次搬出

設計・施設整備・中間処理実施（再生品及び残渣の搬出）

撤去・原形復旧

撤去・原形復旧

災
害
廃
棄
物
処
理
終
了

図表 3-2-4 参考例（平成 28年熊本地震における処理スケジュール） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ※平成 28 年熊本地震では、災害廃棄物の処理について、発災後、2年以内の処理終了を目標としている。 

  出典：「熊本県災害廃棄物処理実行計画～第 1版～」（熊本県）に加筆 

 

(４) 処理フロー 

  平常時に検討した処理フローを基に、発災後、処理方針、災害廃棄物の発生量、 

処理可能量、廃棄物処理施設の被害状況を踏まえ、被災現場における解体・撤去か 

ら分別、中間処理、最終処分・再資源化の方法とその量を災害廃棄物の種類ごとに 

一連の流れで示した処理フローを作成する。 

  処理・処分先が決定次第、処理フローへ反映させるほか、災害廃棄物の処理見込み 

量の見直しなどを行った場合には、適宜処理フローを見直す。 

 

(５) 収集運搬 

  災害廃棄物による生活環境への支障が生じないように、発災後、速やかに収集運 

搬体制を確保し、生活圏から災害廃棄物を撤去することが重要である。 

  平常時に想定した収集運搬方法・ルートを基に、被災状況に応じて廃棄物収集方 

法を決定する。なお、発災時における収集運搬業務は以下を考慮して行う。 

発災時における収集運搬業務を図表 3-2-5 に示す。 
 

 災害廃棄物のうち、道路障害物、仮設トイレ等のし尿、有害廃棄物、 

危険物、腐敗性廃棄物は優先的に回収を行う。 
 

 災害廃棄物の収集運搬は、対応時期によって運搬ルートや車両の大き 

さ・種類等が異なるため、時期区分や搬入先に合わせた車両を使用する。 
      

 発災後の復旧・復興期には、必要に応じて、広域処理を含めた処理に 

向けての収集運搬体制を確保する。 
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図表 3-2-5 発災時における収集運搬業務 

区分 業務（例） 

情報収集 ○収集運搬ルートの損傷状況の確認（地震による道路の陥没や土砂くずれ、河川

の氾濫による舗装の破損・浸水、道路啓開など） 

収集運搬 ○災害廃棄物の仮置場間の収集運搬（一次仮置場 → 二次仮置場） 

○市内に存置された災害廃棄物の収集運搬 

○避難所から発生する避難所ごみ・し尿等の収集運搬 

○一般家庭から排出される生活ごみ等の収集運搬 

○災害廃棄物を処理した場合、仮置場から再生利用先又は処分先への運搬 

  出典：「災害廃棄物対策指針」（環境省）を基に作成 

 

(６) 仮置場 

ア 仮置場必要面積の推計 

   発災後に行った災害廃棄物発生量の推計を基に、（P29、第 2 章第 2 節 1(9)オ） 

を参考に、仮置場の必要面積を推計する。 
 

 イ 仮置場の設置 

   発災後、被害状況を反映した発生量を基に、必要面積の見直しを行い、平常 

時に事前に検討した仮置場候補地から仮置場を選定・確保する。 

   仮置場の選定・確保に当たっては、落橋、がけ崩れ、水没等により仮置場候補 

地へアプローチできないなどの場合があるため、道路の被害状況を踏まえる。 

   なお、平常時に関係各部・課と調整済みであっても、自衛隊の野営場や避難 

所、仮設住宅等への利用も想定されることから、関係部・課と調整の上、仮置場 

を確保する。 
 

ウ 仮置場の運営・管理（分別） 

   仮置場開設に合わせて、仮置場を適切に運営・管理するため、発災前に検討し 

た設置運営体制、分別保管計画、配置計画等を基に、受付、分別のための看板や 

見せごみ（同種の災害廃棄物を例として配置）、鉄板・遮水シート、場内の分別配 

置マップ等を準備する。 

   初期の仮置場における分別・選別は、災害廃棄物処理の期間の短縮やコストの 

低減に直接影響する。 
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発災後の、仮置場の確保及び運営管理に係る対応フローを図表 3-2-6 に示 

し、仮置場に置ける災害廃棄物の分別種類を図表 3-2-7 に示すとともに図表 

3-2-7 で示した「混合物の構成品目例」を図表 3-2-8 で示す。また、仮置場の 

レイアウトイメージを図表 3-2-9 に示す。 

   以下に留意して仮置場の管理（分別）を行う。 
 

 仮置場を自ら管理するだけの人員を用意できない場合は、速やかに 

産業廃棄物処理業や地元の建設業、解体業などの事業者に仮置場の管理

（分別）を委託する。 
 

 道路啓開や人命救助のため撤去した災害廃棄物は、現場での分別が困難 

であることから、仮置場に、廃棄物の分別・選別の知識がある者を 

先行して配置し、搬入時に「がれき類」、「木くず」、「畳」、「家電」、「そ 

の他有害ごみ等（腐敗性廃棄物、危険物）」に分別する。 
       

 災害廃棄物の分別種類は、処理方法や再生利用先によって変化するた 

め、処理の進捗とともに分別種類は適宜見直す。 

図表 3-2-6 仮置場の確保及び運営管理に係る対応フロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

①緊急対応、道路啓開

収集運搬、処理処分の計画へ

大規模災害発生

復
旧
復
興

③仮置場運用管理体制

被害状況の把握

必要面積の算定

組織体制の構築

実行計画の作成

④仮置場運用管理

⑤終了後の原状復旧

②必要な仮置場の確保

確保済用地、既選定候補地

（不足）

他の（市町村）有地等
（不足）

応
急
対
応

初
動
期
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図表 3-2-7 災害廃棄物の分別種類 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
      出典：「災害廃棄物の分別」（平成 28 年 4 月、環境省）に加筆 

図表 3-2-8 図表 3-2-7 に示す混合物の構成品目例 

分類 構成品目（例示） 

可燃系 木くず、廃プラスチック類等 

不燃系 コンクリート、陶器、瓦、土砂等 

コンクリート系 コンクリート、アスファルト等 

木質系 角材・柱材、草木類（稲わら、生木）等 

金属系 鋼材、スチール家具等 

 

  

●災害時には、様々な種類を含む廃棄物が、 

  一度に大量に発生。 

●災害廃棄物の適正かつ円滑・迅速な処理は、 

  生活環境の保全・公衆衛生の悪化の防止に 

  非常に重要。 

●可燃物、家電、コンクリートがらなど搬入時から 

  数種類に分別して保管。分別した方が、処理 

  期間の短縮やコストの面でも有利。 

【 一時的に膨大に発生する災害廃棄物 】

・本市の指定した仮置場ではない近隣公園に災

害廃棄物が置かれはじめ、数日で膨大な量が

持ち込まれる事態に。 

・家屋近隣に臨時の仮置場が設置され、悪臭、 

 害虫、粉じん等生活環境・公衆衛生が悪化す 

る事態に。 

分別が重要

仮置場の廃棄物は適正に分別して保管

12 種類の分別

可燃系混合物 不燃系混合物 コンクリート系混合物 

木質系混合物（草木類） 廃家電等 処理困難物（布団類） 

金属系混合物 廃自動車等 処理困難物（廃畳等） 

危険物・有害物等（消火器） 危険物・有害物等（灯油） 危険物・有害物等（ガスボンベ） 
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図表 3-2-9 仮置場におけるレイアウトイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
    出典：「災害廃棄物の分別」（環境省）に加筆 

    出典：「市町村向け災害廃棄物処理行政事務の手引き」（東北地方環境事務所） 

 

エ 仮置場の運営・管理（環境対策等） 

   図表 3-2-10 に留意して、仮置場の管理（環境対策等）を行う。 

   なお、土壌汚染が懸念される災害廃棄物の保管に当たっては、地面との遮水、 

雨水流入、雨がかからないよう、必要な対策を行う。 

  

仮置場での種類別の災害廃棄物の管理（例） 

 【 留意事項 】 

○木くずや可燃物は、発火と発熱防止策が重要。高さ 5 メートル以上積み上げない。 

○鉛蓄電池（自動車、オートバイなどから発生）は火災発生の原因となるので、混ぜない。

○仮置きしようとする災害廃棄物と概ね同面積の、選別等の作業スペースが必要。 

木くず

瓦

家電類

畳

布団類

木くず

（家具類）

コンクリート

がら

石膏ボード・

スレート板

ガラス・

陶磁器くず
金属くず

出入口

道路

受付
消火

設置
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図表 3-2-10 仮置場の管理 

区分 管理内容 

環
境
対
策 

飛散防止策 
・粉じんの飛散を防ぐため、散水を適宜実施する。 
・ごみの飛散防止のため、覆い（ブルーシート等）をする。 
・仮置場周辺への飛散防止のため、ネット・フェンス等を設置する。 

臭気・衛生 
対策 

・腐敗性廃棄物は長期保管を避け、優先的に焼却等の処分を行う。 
・殺虫剤等薬剤の散布を行う。 

火災防止策 
・可燃性廃棄物は、積み上げは高さ 5m 以下、災害廃棄物の山の設置面 

積を 200m2以下、災害廃棄物の山と山との離間距離は 2m 以上とする。 

そ
の
他 

仮置場の監視 

・他市町村からの災害廃棄物の搬入を防止するため、被災者の身分証や搬 
入申請書等を確認して搬入を認める。 

・生ごみや危険物等の不適切な廃棄物の搬入を防止するため、仮置場入口 
に管理者を配置し、確認・説明を行う。 

・仮置場の搬入受入時間を設定し、時間外は仮置場入口を閉鎖する。 
・夜間の不適切な搬入や安全確認のため、パトロールを実施する。 

災害廃棄物の 

数量の管理 

・日々の搬入・搬出管理（計量と記録）を行う。停電や機器不足により台 
貫等による計量が困難な場合は、搬入・搬出台数や集積した災害廃棄物 
の面積・高さを把握することで、仮置場で管理している廃棄物量とその 
出入りを把握する。 

作業員の安全 
管理 

・作業員は、防塵マスク、ヘルメット、安全靴、踏み抜き防止の中敷き、 
手袋、長袖の作業着を着用する。 

  出典：「市町村向け災害廃棄物処理行政事務の手引き」（環境省東北地方環境事務所） 
 

オ 二次仮置場 

   既存の一般廃棄物処理施設のみでは、災害廃棄物を目標とする期間内に処理 

する能力が不足する場合には、仮設処理施設を設置し災害廃棄物の機械選別、破 

砕・選別、再生等の処分を行う二次仮置場を設置する。（図表 3-2-11） 

※二次仮置場は、一時的な保管や一部、破砕処理等を行う仮置場に比べ、広い用地が求め 
られるとともに、災害廃棄物を集積して処理することを踏まえ、その位置を考慮して設 
定することが必要になる。 
 

図表 3-2-11 機械選別等を行う二次仮置場のレイアウトイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    出典：「災害廃棄物対策指針」（令和 5年 1月改定、環境省）資料編技術資料（技 18-3）を参考に作成 
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カ 仮置場の返還 

   災害廃棄物の仮置場に跡地利用計画等がある場合、早期の復旧と土地所有 

者へ仮置場を返還しなければならない。一方、土地の返還に当たっては、様々 

な種類の災害廃棄物が仮置きされていた場所であることから、仮置きによる土壌 

汚染の有無や安全性等について確認する必要がある。 

   参考までに、岩手県が作成した、県土壌調査要領（平成 25 年 7 月 30 日）の手 

順を図表 3-2-12 に示す。 

図表 3-2-12 災害廃棄物仮置場返還に伴う手順 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ※参考「仮置場の返却に伴う原状復旧に係る土壌汚染確認のための技術的事項について」 

    （平成 25 年 6 月 27 日付け環境省事務連絡） 
    出典：災害廃棄物仮置場の返還に係る土壌調査要領 運用手引書（平成 25 年 7 月 30 日、岩手県） 

原形復旧した仮置場

土地利用履歴調査

現地調査

目視確認

調査地点の選定

試料採取

土壌汚染なし

汚染がないことが
明らかな場合など

（根拠等を記録）

分析調査

基本分析項目（8項目）

追加分析項目の協議

土壌分析

汚染なし

災害廃棄物による汚染なし

災害廃棄物による
土壌汚染はなし

記録の保存、土地の返還

汚染あり

災害廃棄物による汚染あり

分析結果の評価

比較調査

比較調査の結果

個別調査

詳細調査

土壌汚染対策工

土壌汚染なし

1 カドミウム及びその化合物

2 鉛及びその化合物

3 六価クロム化合物

水銀及びアルキル水銀

その他の水銀化合物

5 セレン及びその化合物

6 砒素及びその化合物

7 ふっ素及びその化合物

8 ほう素及びその化合物

基本分析項目番号

4
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(７) 環境対策 

地域市民の生活環境への影響を防止するために、前章に定めた環境対策を行う。 

（P30、第 2 章第 2節 1(10)イ）参照 

  特に、発災直後は廃棄物処理施設、廃棄物運搬経路や有害物質の保管場所等を対 

象に、大気質、騒音・振動、土壌、臭気、水質等の環境モニタリングを行い、被災 

後の状況を確認し、情報の提供を行う。 

  環境モニタリングの実施に当たっては、以下に留意して行う。また、環境モニタリ 

ングの実施頻度の目安を図表 3-2-13 に示す。 
 

 モニタリングを行う環境項目については、平常時に検討した内容を基に、 

被災状況を踏まえ決定する。 

図表 3-2-13 環境モニタリングの実施頻度（目安） 

調査事項 調査項目 モニタリング頻度 

大気質 

排
ガ
ス 

ダイオキシン類 1～2回/年 

窒素酸化物（NOx） 1～6回/年 

硫黄酸化物（SOx） 1～6回/年 

塩化水素（HCl） 1～6回/年 

ばいじん 1～6回/年 

粉じん（一般粉じん) 1～4回/年 

石綿（特定粉じん） 
作業ヤード 1～4回/年 

敷地境界 1～2回/年 

騒音振動 
騒音レベル 

1～4回/年 
振動レベル 

悪臭 
特定悪臭物質濃度、 

臭気指数（臭気強度） 
1～2回/年 

水質 

水素イオン濃度（pH） 1～2回/年 

浮遊物質量（SS）、濁度等 1～2回/年 

生物化学的酸素要求量（BOD）又は化学的酸素要求量 

（COD） 
1～2回/年 

有害物質 1～2回/年 

ダイオキシン類 1～2回/年 

全窒素（T‐N） 

全リン（T‐P） 
1～2回/年 

分級土 有害物質 1 回/900 m3 

  出典：「災害廃棄物対策指針」（環境省）資料編技術資料（技 18-5）を参考に作成 
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特に、石綿対策として以下を行う。 
 

 仮置場の周辺環境のモニタリングも可能な限り実施する。特に建築廃材 

を持ち込む場合には石綿のモニタリングは不可欠である。 
 

 石綿を含む建材は、家屋解体の段階で対処すべきであるが、石綿を含有 

する可能性のある廃棄物が仮置場に持ち込まれた場合は、シート掛けや 

フレキシブルコンテナバッグに封入して飛散防止策を講じる。 

 

(８) 損壊家屋等の解体・撤去 

ア 一般的事項 

   発災後、当該災害における損壊家屋等の公費解体の実施については、環境省の 

通知を基に対応する。 

   市が実施する家屋の解体等に当たっては、以下を考慮する。なお、損壊家屋 

等の解体・撤去に係る関係者の作業フロー及び廃棄物処理フローを図表 3-2-14 

に示す。 
 

 都市建設部の各課と調整し通行上支障がある災害廃棄物を撤去する 

とともに、倒壊の危険性のある損壊家屋等を優先的に解体するなど、解

体・撤去の優先順位を決めて実施する。 
 

 所有権や家屋内部の貴重品、思い出の品等の取扱いがあり、基本的には 

所有者の承諾が必要となるため、平常時に調整したルール等に基づき適

切に対応する。 

 

   ※原則として、被災した家屋の解体については、所有者の責任において処理されるもので 

ある。 

   ※東日本大震災においては、損壊家屋等の解体・撤去に関して、「東北地方太平洋沖地震 

における損壊家屋等の撤去等に関する指針」（平成 23 年 3 月 25 日、被災者生活支援特別 
対策本部長及び環境大臣通知）により、国の方針が出されている。 

図表 3-2-14 損壊家屋等の解体・撤去に係る関係者の作業フロー及び廃棄物処理フロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
   出典：「災害廃棄物対策指針」（環境省）資料編技術資料（技 19-1） 

  

敷地内所有者不明・
倒壊危険家屋

【凡例】

作業フロー

処理フロー

敷地内
家屋

倒壊危険
家屋

敷地外流出家屋・がれき状態

動産・
思い出の品

金属くず、
木くず等

混合物・
不燃物等

自治体の立入調査

（所有者等への連絡・

調査計画の事前通知）

専門家判断
（土地家屋調査士）

所有者判断 一次保管

記録

（作業前）
事前撤去

撤去・解体

（分別・解体）

記録

（作業終了後）

証明書発行

（所有者等へ）再資源化施設

仮置場
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イ 石綿対策 

   平常時に把握した石綿含有建材の使用状況を確認し、その情報を関係者へ周知 

し、周辺住民及び作業員等の暴露、他の廃棄物への混入を防ぐ。 

   「災害時における石綿飛散防止に係る取り扱いマニュアル」（平成 29 年 9 月、 

環境省）に基づき、解体・撤去前に石綿等に係る事前調査を行い、石綿や石綿含 

有建材が見つかった場合には、石綿除去に係る隔離養生や石綿含有建材の手ばら 

し除去などを徹底し、石綿の飛散防止を図る。（図表 3-2-15） 

   ※廃石綿は、原則として仮置場に持ち込まず、直接処理先に搬入する。 

図表 3-2-15 石綿の飛散防止に関する要注意箇所 

確認個所 内容 

木造 ・念のため、木材建築物においては、「浴室」、「台所」及び「煙突回り」を確

認する。 

・非飛散性であるが、屋根・天井・壁の成型板も確認する。 

鉄骨造 ・耐火被覆の確認を行う。 

・書面検査において石綿の不使用が確認されない場合、耐火被覆が施工

されていれば鉄骨全面に施工されているはずなので、棒等を使用して安

全に配慮して試料採取・分析確認を行う。 

鉄骨造・鉄筋 

コンクリート造 

・機械室（エレベータ含む）、ボイラー室、空調設備、電気室等に、断熱・

吸音の目的で、石綿含有吹付けの施工の可能性が高いので確認する。 

・外壁裏打ち、層間塞ぎ、パイプシャフト、エレベータシャフト、最上階の

天井裏等も注意する。 

建築設備 ・空調機・温水等の配管、煙突等の保温材・ライニング等について可能な範

囲で把握する。 

  出典：「災害廃棄物対策指針」（環境省）資料編技術資料（技 24-14） 

 

(９) 分別、処理、再資源化 

応急対応時においても、今後の処理や再資源化を考慮し、平常時に定めた方針

に従い、可能な限り分別を行うとともに、災害廃棄物を復旧・復興時における有

用な資材ととらえ、以下に留意して分別・処理・再資源化を行う。 

 ※災害廃棄物の種類ごとの処理方法等については、平常時に検討するため（P34、第2章第

2節1(13)）に記載した。 
 
 被災状況を確認し、発生した廃棄物の種類ごとの性状や特徴、種々の課

題に応じた適切な方法を選択する。 
 

 災害廃棄物を適切に処理したものは、復旧・復興時に資源としての活用

が望まれることから、復興計画や復興事業の進捗にあわせて分別・処理・

再資源化方法の見直しを行う。 
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(10) 最終処分 

処理の基本方針に従い最終処分量を最少化するため、災害廃棄物の資源化及 

び減量化を最大限促進する。 

  また、資源化や焼却ができない災害廃棄物については、埋め立てるために最終 

処分場の確保を行う。 

 

(11) 広域的な処理 

  成田富里いずみ清掃工場及び富里市クリーンセンターを最大限に利用するが、発 

災後の被害状況から、処理期間が長く、復旧・復興に時間がかかると判断した 

場合は、広域的な処理・処分を検討する。 

 

(12) 有害廃棄物・処理困難な廃棄物の対策 

  発災後速やかに、平常時に定めた発災後の対応や処理困難廃棄物の回収及び処 

理・処分のためのルールや手順等に基づいて、有害廃棄物等の対策を行う。 

（P38、第 2 章第 2節 2(1)参照） 
 

 有害廃棄物の飛散や危険物による爆発・火災等の事故を未然に防ぐため、 

優先的に回収を行い、保管又は早期の処分を行う。 
 

 災害廃棄物の処理や、建物解体・撤去中に有害廃棄物等が発見されるこ 

ともあるため、その都度回収して処理を行う。 
        

 災害廃棄物が混合状態になっている場合、有害廃棄物が含まれている可 

能性を考慮し、作業員は適切な服装やマスクの着用、散水などによる粉 

じん対策の実施など、労働環境安全対策を徹底する。 

 

(13) 思い出の品等 

ア 回収、保管 

   平常時に検討したルールに従い、思い出の品等を回収・保管し、可能な限り所 

有者に引き渡す。 
 

 発災直後は、回収量が大幅に増えることが想定されるため、早急に保管 

場所の確保を行う。 
 

 建物の解体や災害廃棄物の撤去に伴い、思い出の品等が回収されること 

が想定されるため、同作業を委託により行う場合は、取扱いについて委

託業者と協議する。 
        

 回収したもののうち貴重品については、警察に届け出る。 
     

 必要な書類様式は平常時に作成したものを利用する。 
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イ 管理等 

   歴史的遺産、文化財等が他の災害廃棄物と混在しないような措置を行い、保護・ 

保全に努める。 

   時間の経過とともに、写真等の傷みやカビなどの発生が考えられるため、思い出 

の品については、土や泥がついている場合は、洗浄、乾燥し、清潔に保管する。 

思い出の品等の回収・引渡しフローを図表 3-2-16 に示す。 

図表 3-2-16 回収・引渡しフロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  出典：「災害廃棄物対策指針」（環境省）資料編技術資料（技 24-17） 

 

(14) 災害廃棄物処理事業の進捗管理 

  以下により災害廃棄物処理事業の進捗管理を行う。 
 

 被害状況に応じた災害廃棄物処理事業を実施する。実施に当たっては、 

仮置場への搬入・搬出量、解体家屋数、処分量などの量的管理に努め、

進捗管理につなげる。 

災害廃棄物処理事業の進捗管理に関するイメージを図表 3-2-17 に示

す。 
       

 災害廃棄物処理について、専門職員が不足する場合は、災害廃棄物処 

理の管理業務をコンサルタント事業者へ委託することを検討する。 
 

 処理が長期間にわたる場合は、総合的、計画的に処理を進める観点か 

ら、必要に応じ関係機関による連絡会を設置し、全体の進捗管理を行

う。 
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図表 3-2-17 災害廃棄物処理事業の進捗管理に係るイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  出典：「災害廃棄物対策指針」（環境省）に加筆 

 

(15) 許認可の取り扱い 

  仮設処理施設の設置等に当たり、平常時に検討した規制緩和や期限の短縮措置な 

ど適切に実施する。 

  ※非常災害時における廃棄物処理法の特例措置については、（P79、第 3章第 3節 1、2）に 

まとめた。 

 

３ 処理事業費の管理 
被災市町村が行う災害廃棄物処理等は、災害廃棄物処理事業費国庫補助金、廃棄物 

処理施設災害復旧費補助金の対象となる。 

 また、財政負担を低減しながら、円滑かつ迅速に災害廃棄物処理事業を進めるため 

にも、積極的に国庫補助金を利用する。 

 なお、災害廃棄物処理事業の実施に当たっては、国庫補助金に係る災害報告書の 

作成を見据えた進捗管理を行う。 

入札、契約事務については、入札・契約制度に従うが、以下の点に留意する。 

 

(１) 単価の設定 

  設計、積算を行うに当たり、単価が事業者との災害支援協定に定められている場 

合は、その単価を用いる。協定に定めがない場合や、協議による等と記載されて 

いる場合は、物価本や市の公共工事積算単価等の公表されている金額を用いる。

ただし、災害時に事業者が不足し、予定価格と実勢価格が乖離する場合は、事 

業者から参考見積の提出を求め、単価設定を行う。 

  

情報追加 修正 

報告 報告 

調整・支援 調整・支援 

進捗管理 進捗管理 

修正 情報追加 

推 定 値 

実 測 値 

県民（広報） 

県 
（進捗管理） 

国 
（進捗管理） 

市 
（進捗管理） 

 ○実行計画 

市民（広報） 

 ○発生量 
 ○仮置量 
 ○処理量 

応急対応期 復旧・復興期 
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(２) 委託業者の決定 

  発災直後においては、協定等により迅速な対応が求められる。このため、緊急的 

な対応として、協定を根拠とする事業者との随意契約となるが、例えば応急対 

応が終わったタイミングで、入札あるいは見積りによる契約等に切り替える必要が 

ある。 
 

ア 災害報告書の事業費算出内訳の根拠資料として添付する資料 
 

 イ 国庫補助金を利用した場合、災害査定時に説明を求められることから、以下の 

資料は契約前に用意しておく。 
 

 既に業務が完了しているような場合には、業務報告書、支払が確認でき 

る資料 
 

 災害協定等に基づき他市町村への委託等をしている場合には、協定書等 

の参考となる資料 
 

 員数、単価、共通仮設費等の算出方法及び率を確認できる資料 
    

 公共工事労務単価、建設物価、都道府県・市町村工事積算要領等の該 

当部分の考え方を説明する資料 
      

 共通仮設費、現場管理費、一般管理費等の算出方法を示した資料 
 

【国庫補助金の活用】 
 
・災害廃棄物処理事業については、災害廃棄物処理事業費補助金の申請を前提とし、「災

害関係業務事務処理マニュアル（自治体事務担当者用）」を活用し、補助金の対象とす

るためにどのような対応をする必要があるかを検討する。 
 

・災害査定においては、生活ごみ、し尿や災害廃棄物の収集運搬、災害廃棄物の処分等、

発災直後から緊急に対応を要する業務についても、平常時と同等の対応であることが

求められる。そのため、業者選定や契約単価その他に係る根拠を明確にし、公正な競

争を確保しつつ、費用対効果が高い処理を実施する。 

 

４ 記録 
災害対策は、実際に発生した災害の状況と、それに対して実際に行った対応を検証 

し、それから導き出される教訓を踏まえ、必要な見直しを速やかに行うという不断の

努力の上に成り立つものである。 

 災害関連資料には、以下のような役割があるため、被害状況、対応状況、現場写真 

等について詳細に記録を取り残す。 
 

 検証作業の基礎となるものであり、将来発生しうる自然災害の被害を軽 

減することや復興への一助となる。 
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 当該災害を、多くの人々や未来に伝えていくための貴重な歴史的資料と 

なる。 
     

 特に、発災直後の混乱期の資料が失われやすいので意識して残すととも 

に、時間の経過とともに資料の散逸や、記憶の忘却などが起こるため、

可能な限り早期に記録として編集する。 

 

５ ＩＣＴの活用 
災害廃棄物処理の適正な進捗管理を行うため、その処理に当たっては、災害廃棄物 

の種類別の発生量（処理量）や運搬・処分先等の、適切な情報管理が必要となる。 

 また、災害発生時には、通常業務に加えて災害廃棄物処理業務を行う必要があり、 

業務の効率化のためにも ICT の活用を検討する。 

 

 

第３節 特例措置等 
１ 県への事務委託 
 本市が、大規模災害等により行政機能が喪失した場合、地方自治法の規定に基 

づき、県と災害廃棄物処理の事務委託の範囲を協議した上で、県へその事務を委託 

する。この場合、災害廃棄物処理の主体は県となるが、本市も多くの作業を行う。 

 なお、事務委託に当たっては、委託する市及び受託する県双方の議会の議決が必 

要となるため、迅速に判断する必要がある。 

 ※災害廃棄物の処理については、環境省が所轄する災害等廃棄物処理事業国庫補助金が適用さ 

れるが、補助金申請及び補助金交付は、被災市町村が国に申請して行われるため、速やか 

に補助金申請手続きを行う必要がある。 

 

２ 非常災害時における廃棄物処理法の特例措置 
 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の改正（平成 27 年 8 月 6 日施行）により、 

災害廃棄物処理に係る基本理念の明確化、非常災害時における廃棄物処理施設の新 

設又は活用に係る手続の簡素化、非常災害時における一般廃棄物の収集、運搬、処分 

等の委託の基準の緩和等が行われた。（図表 3-3-1） 
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図表 3-3-1 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部改正概要 

項目 概要 

市町村による一般廃棄物処理施設

の設置の届出 

（第 9条の 3の 2） 

あらかじめ都道府県知事から同意を得ていた場合、発災

時に最大 30 日間の法定期間を待たずに一般廃棄物処理

施設の設置可能。 

市町村から処分の委託を受けたも

のによる一般廃棄物処理施設の設

置の届出（第 9条の 3の 3） 

市町村から非常災害により生じた廃棄物の処分の委託を

受けたものは、都道府県知事への届出で一般廃棄物処理

施設の設置可能。 

産業廃棄物処理施設の設置者に係

る一般廃棄物処理施設の設置の届

出（第 15条の 2 の 5 第 2項） 

非常災害時には、産業廃棄物処理施設の設置者が、当該

施設において、当該施設で処理するものと同様の性状を

有する一般廃棄物を処理する場合、設置の届出は事後で

も可能。 

収集、運搬、処分等の再委託 

（施行令第 4条第 3号、施行規則第

2条第1号及び第2条の3第 1号） 

非常災害時には、一般廃棄物の収集、運搬、処分等を環境

省令で定める者に再委託することが可能。 

 

３ 国による代行処理 
 大規模災害等により、都道府県、市町村ともに極めて大きな被害を受けた場合、 

被災市町村は、環境大臣に、災害対策基本法第 86 条の 5の規定に基づいて指定災害 

廃棄物の処理の代行を要請する。 

 

 

【国による代行処理の要件】 

国による代行処理については、被災市町村からの要請により、下記の事項を勘案し 

適用の要否が判断される。 

① 市町村における指定災害廃棄物の処理の実施体制 

② 指定災害廃棄物の処理に関する専門的な知識及び技術の必要性 

③ 指定災害廃棄物の広域的な処理の重要性 

※「指定災害廃棄物」とは、災害対策基本法第 86条の 5の規定に基づいて指定され 

ko た災害によって生じた廃棄物。 
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第４章 実効性の確保に向けて 

 

第１節 計画の見直し 
本計画は市地域防災計画の修正のほか、国が行う法整備や指針の策定の状況等、千

葉県災害廃棄物処理計画の修正等を踏まえ、計画の実効性を高めるための見直しを

適宜行う。 

また、国内で大災害が発生した場合には、そのたびに新たな課題が生じている。本

計画は、このような災害廃棄物処理の新たな課題や経験・知見を踏まえ、適宜見直

しを行う。 

 

第２節 人材の育成・確保 
１ 市の取組 
 災害廃棄物対策のための人材の育成・確保について、以下の内容に取り組む。 
 

ア 災害廃棄物計画の策定・改定を通じて人材の育成を図るとともに、それぞ

れの災害廃棄物処理計画の記載内容について、平常時から職員に周知し、災

害時に処理計画が有効に活用されるよう教育を継続的に行う。 
 

 イ 個別の業務マニュアルを作成するなどし、計画で定めた一般廃棄物処理施設に 

おける災害時の分別及び仮設施設設置等に係る対応や仮置場の設置、運営及び管 

理方法について確認・対応力を向上させるため、ワーキンググループによる検 

討や図上訓練等を実施する。 
 

 ウ 被災状況を踏まえ、市民の生活環境の保全に最大限配慮しつつ、優先順位をつ 

けて業務が進められるよう、研修会や訓練を行う。 
 

 エ 災害廃棄物の処理については、廃棄物の知識が必要なことから、廃棄物処理の 

実務経験者や廃棄物行政経験者のリストアップを行う。 
 

 オ 平常時から環境課での経験者等や廃棄物処理に携わった職員が退職したとき 

は、災害発生時の協力を依頼するなど、人材を確保する。 
 

 カ 大規模災害時に退職者やボランティアが迅速に災害廃棄物の処理に関われる 

よう、災害廃棄物の分別方法や搬出方法、搬出先（仮置場）、保管方法などを迅 

速に説明できる体制を整える。 
 

キ 県が開催する災害廃棄物対策に関する研修会へ積極的に参加する。 
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２ 市民や関係団体等の取組 
 市民に対し、平常時に、災害廃棄物や災害時におけるごみの分別方法や搬出先（仮 

置場）について積極的に広報し、協力を得るよう努める。 

 また、「災害廃棄物に関する民間事業者と協定」を市と締結している団体（以下「協 

定団体」という。）（P16、第 2章第 1節(3)図表 2-1-5 参照）や災害ボランティア 

活動は、災害廃棄物処理に係る事項が多いことから、平常時から市民や協定団体、社 

会福祉協議会等と連携し、活動開始時点において災害廃棄物の分別方法や搬出方法、 

搬出先（仮置場）、保管方法などを関係団体等に迅速に説明できる体制を整える。 


